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社会福祉理論 における「福祉 サービス」の位置 と意味

一 と くにパ ー ソ ナ ル ・ソ ー シ ャル サ ー ビ ス

の 拡 大 を め ぐ って

岩 田 正 美

〔要 約 〕

社会福祉領域 における多様な概念や用語の無批判な氾濫が社会福祉理論 の体系

化 を妨 げて きた との立場 に立 って、近年 の社会福 祉の中核 に位置づ け られ て き

たパ ー ソナル ・ソー シャルサ ー ビスに一っ の焦点を当て、 「福祉 サー ビス」の位

置 と意味を検 討す る。 「福祉サ ー ビス」の起源 と展開 を確認 した上 で、特 に貨幣

的方法 と非貨幣的方法 との互換性の問題、サ ー ビスにおけ るハ ー ドとソフ トの

関係 な どを、市場化、 自立生活運動 な どの動向を も展望 しなが ら議論 した。

〔キ ー ワ ー ド〕

福祉サー ビス、パー ソナル ・ソーシャルサ ー ビス、普遍主義 の矛盾、福祉国家、

貨幣的給付 と現物 サー ビスの互換性 、脱 商品化 と再商品化

1は じめ に

社会福祉が多様な価値 、多様 な手段 、多様 な 目的、多様 な主体 にお いて形成

され、 しか もそれ らが歴史的 に変化 して きた とい う事実が、社会福祉 を 「固有」

に定義づ ける ことを困難 に し、 またその境界を曖昧 に して きた ことは周知の と

ころで あろ う。 また、 この こととも関わ って、社会福祉 は、 それ を説明す るさ

まざまな用語 の氾濫、その多様 な用語 の互換的使用、新 しい用語 の発明 によ っ

て も特徴づ け られ る。新 しい政策手法や実践、 それ らのプ ロパガ ンダや逆 に反

対 のたあに、 なん と多 くの用語が次 々 と発明 され、無批判 に使わ れて いること
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か!し か も、 これ らを整理 ・批判 し、概念的 に深め る役割 を負 って いる社会福

祉 の研究領域 において も、政策立案過程 や実践現場 の発明用語や、外 国の用語

が、必ず しも理論的 に深あ られないまま次 々 と導入 され、む しろその混 乱を助

長 す る傾 向す らみえ ることが少 な くな い。 こう した事態が、社会福祉 を ますま

す体系 だ った理解か ら遠 ざけて いるよ うに思われ る。

ところで、近年著 しく注 目され、頻繁 に使 われ るよ うにな った 「福祉 サ ー ビ

ス」 とい う用語 も、実 はあま り深 あ られ て いない用語 の一つ であ る。 この最 も

広 い使 い方 と しては、社会福祉 の 目的遂行 のため に、個 々人 や家族のニ ーズを

充 足 させ る貨 幣給付 を含めたあ らゆ る手段 ・手法を総称 して 、っ ま り社 会福祉

とほぼ互換的な意味で使 う場合がある。 しか しそ うではな くて、「サー ビス」と

い う部分 に特別 の意味 を込めて使 う場合 もあ る。 その場合 は、所得保 障 など貨

幣的な手段 と区別す ることが多 い。す なわち、「非貨幣」=貨 幣でない もの、と

い う制限 だけであ とは不定 な、あ らゆ るinkindの 社会福祉 を指 して使われ る

のであ る。 もちろん、 この中 には、(inkindと い って も)同 じ現物 ・サ ー ビス

で も医療 や教育 などのサ ー ビス と福祉サ ー ビスは異 な るとい う含意 もあ る。近

年注 目されて いるのは、 この 「非貨幣」(=貨 幣ではな い)と しての 「福 祉サー

ビス」の用法であ り、さらにこの福祉 サー ビスが、パ ーソナル ・ソー シャルサー

ビス(わ が 国では 「対人」社会福祉サ ー ビス と訳 され ることが多 い)を 代表 と

す るよ うな、「非貨幣」的な(=貨 幣で はと らえ られない)ニ ー ドを基盤 に した

新 しいサー ビス領域 を次々に拡大 して いるとい う点であ る。1980年 代の後半以

降のいわ ゆ る 「社会福祉制度改革」の流れの中で、 この制度 改革 自体 にっ いて

は意見を異 にす る場 合であ って も、新 しい福祉 サー ビスに現代 の社会福祉 の特

徴や意味付 けを与 え るという点では共通 した論者が多か った といえよ う。

む ろん、すで にわが国 の社会保障審議会 がは じめ に行 った社会保障の分 類で

も、社 会保 険、公的扶助 といった経済保障 とは異 なる もの と して社会福祉 を位

置づ けてお り、なん らかのinkindの 形態 での生活援助 の領域 が、やや漠然 と

した ものであれ、示されて いた。 しか も、その社会福祉のサー ビスは同 じinkind

の公衆衛生 ・医療保障 とは異 なるとされ た。また岡村重夫 に代表 され るよ うに、

社会福祉 の 「固有性」を生活者 の主体性 の発揮 ・回復 に働 きか ける援助サ ー ビ
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スに求 め る立場 もある(岡 村、1983)。 しか し、近年 の福祉 サー ビスの強調は、

高齢者や障害 者のケ アの領域 におけ る社会福祉の役割 の急速 な拡大 と絡 んで い

る。特 に高 齢者領域 にお けるケアや生活上の さまざまな支援 に関わ るニー ドの

拡大 は、三浦文夫の指摘す るよ うな、従来 の 「自立 した生活がで きない個人、世

帯」=要 援護者(needy)と しての社会福 祉利用者像 を 「個人 は原則 と して独立

の生活を営 み、 その生活の過程 で生ず る個 々のニ ーズ に応 じて、 ニーズ充足 の

たあのサー ビスを選択 し、利用す る」(三 浦 、1989、pp.19-21)と い う利

用者像 に転換 させ、そのニー ドその もの(needoriented)に 対応す る福祉サー

ビスの拡大 とい う構図を定着 させ た。 ここで は貧困や低所得が要件 ではな くな

ることと、貨幣給付や ミニマムか ら解 き放 たれ た福祉 サー ビス、 さ らには この

福祉サー ビスが、他 の社会サ ー ビス と融合(高 橋、1989P31)し て拡大 して い

く傾向が示 されてお り、 このサー ビスの新 たな展 開の中 に現代 の社会福祉概念

の再構築が求 め られ るという合意があ る。 ここか ら一足飛 びに、社会福祉 は 「福

祉サ ー ビスが所得の高低 にかかわ りな く属人的 に、 あるいは社会的 に うみだ さ

れて くる福祉 ニーズに個別的 に対応す る固有 な施策の体系であ る とみ なされて

くる」(古 川、1992p21)と いう位置づけさえ現れて くる。 もともと、所得保

障や貨 幣形態 と(貨 幣で はないとい う意 味で の)inkindの 手法 の識別 に社会

福祉概念 を位 置づ けよ うとす る傾向 は、社会政策学 との識別、社会保障 との識

別 にこだわ りっっ社 会福祉学が形成 されて きた というわが国 の独特 のい きさっ

の中で、一 貫 して いた ともいえ るが、 その意味で こうした近年 の福祉 サー ビス

の拡大 とい う事実 は、独立領域 と して の社会福祉 学を的確 に示す もの と して も

歓迎 されて い るよ うにみえ る。 しか し、福祉サ ー ビスが この よ うに特 に現 代の

社会福祉 の基底 に関 わ った用語 と して認識 されて い るに も関わ らず、その範囲

や このサ ー ビス という手段の拡 大が もっ深 い意味 につ いて必ず しもi一分 な検討

がなされて いるとは いえない。

た とえば、これ に関 して次のようない くっ もの問を発す ることが出来 よ う。そ

もそ も福祉 サ ー ビス には何が含 まれ るのか?非 貨 幣 一貨幣で はない という定義

は、貨 幣でな い とい う制 限がつ け られて いるだ けで、それだけで は何 を指す か

はなん ら特定 されて いない。福祉サ ー ビスは、「諸サー ビス」の 「スプロール化
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され た混 合 物 」(B.Mohan,1988、p6)で あ る とい う しか な いの だ ろ うか?ま

たそれ は、近 年 よ く使 わ れ るよ うにな ったパ ー ソナル ・ソー シャル サ ー ビス(「 対

人 」社 会 福 祉 サ ー ビス)、 ケ ア ・サ ー ビス、 ヒューマ ン ・サ ー ビス、社 会 サ ー ビ

ス(socialservices)な ど類 似 の用 語 で示 され るサ ー ビス と、 どの よ うに同 じ

で どの よ うに異 な る のか?

あ る いは 、社 会福 祉 領 域 で所 得 保 障 と区別 され た の は 、伝 統 的 に は ソー シャ

ル ワ ー クで あ っ たは ず で あ るが 、 この ソ ー シ ャル ・ワー ク と近 年 ク ロー ズ ア ッ

プ され て い る福 祉 サ ー ビス は どの よ うな関連 にあ るの か?ま た、 福 祉 サ ー ビス

が 普遍 的 サ ー ビス と して 拡 大 した場 合 、 他 の社 会 サ ー ビス や公 共 サ ー ビス との

区別 は ど こで つ け る のか?そ れ と も、 福 祉 サ ー ビス は 、社 会 サ ー ビスー 般 、公

共 サ ー ビス ー般 の 中 に融 合 し続 けて い くの か?

さ らに、 企業 な ど の参 入 も奨 励 され て い るが 、市 場 で供 給 され る企 業 のサ ー

ビス も福 祉 サ ー ビス なの だ ろ うか?さ らに、貨 幣 的 給 付 と比 べ た場 合 、 どの よ

うな点 が サ ー ビス給 付 の特 徴 な のか?ま た貨 幣給 付 とサ ー ビス給 付 は そ もそ も

互 換 的 な もの な の か 、排 他 的 な もの なの か。 現 実 に は福 祉 領 域 で な され て い る

手 当 や サ ー ビス利 用 に関 わ る費 用 負 担 、費 用 減 免 の問 題 を ど う と らえ た らいい

の か?公 的扶 助 や 生 活 資金 貸 付 とケ ー ス ワー ク、 の よ うに所得 保 障 とセ ッ トに

な ったサ ー ビス(cashandservices)、 介 護 領域 にあ るサ ー ビス と現 金 給 付 の

併存 、あ るいはおむつ の現物支給 とおむっ代 と して の現 金支給 のよ うな選択(cash

orservices)は どの よ うに整 理 す べ きか?

そ もそ も この よ うなサ ー ビス の領 域 が 特 に拡 大 す る根 拠 と して 何 が 考 え られ

るか?ま た、 この よ うなサ ー ビス形 態 が 個 々の生 活 に介 入 す る こ との生 活 者 に

と って の意 味 と国 家 な い しは社 会 総 体 に とって の意 味 は何 か?等 々。 こ う した

疑 問 点 は 、必 ず し も十 分理 論 的 に深 め られ て い る とは いいが た いの で あ る。

本論 で は 、福 祉 領 域 に お け る、 非貨 幣=貨 幣 で な い手 段 に よ るサ ー ビス を と

りあ えず 福 祉 サ ー ビス と総 称 し、 そ の歴 史 的 現 実 にっ いて 簡 単 な ま とめ を行 っ

た上 で、 次 の二 っ の点 を議 論 す る。第 一 に、 現 物 ・サ ー ビス と い う手 段 に よ る

社 会 福 祉 の 拡 大 、 特 に近 年 の パ ー ソナ ル ・ソー シ ャル サ ー ビス と して の拡 大 の

もっ意 味 と根 拠 を明 らか に し、 福祉 と しての その 範 囲 を確 定 で き るか ど うか を
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検討す る。 こ こで は、主 に他 の社会 サー ビス、公共 サ ー ビス との違 い、市場 の

サー ビス との違 い、"ハ ー ド"な サ ー ビス と"ソ フ ト"な サー ビス との関係 な ど

が取 り上 げ られ、 それ らを基礎 に福祉サ ー ビス供給 の体 系=社 会福祉 とい う位

置づ けがで き るか ど うかを批判 的に検討す る。第二 にそれ との関 わ りで、 サー

ビス給付 とい う形態での 「目由の保障」 と 「自由の剥奪 」 とのア ンビバ レンッ

を貨幣的手段 との互換性 に焦点 を当てて検討 し、「自由の剥奪」へ の反発を含ん

で登場 して きた市場志向(消 費者モ デル)及 び自立生活運動 によ る雇用主 モデ

ルの意義 と限界 に言及す る。 なお、 あ らか じめ述べておけば、本論で は単純 に

サ ー ビス供給 の体系=社 会福祉 とす る立場 は と りあえず とらない。す ぐ後 で確

認す るよ うに、歴史的文脈 とも現実 とも一致 しな いか らで ある。サ ー ビスは社

会福祉 の多様 な 目的遂行 のための一っの手段 であ るとの立場 に立 って、 しか し

このよ うなサー ビスが現代 に強調 され ることの意味 とその もっ問題性 をあ らた

めて探 るなか で、社会福祉理論研究に今求 め られてい る真の課題を明 らか に し

たいと思 う。

2福 祉 サ ー ビス の起 源 と展 開

社会福祉領域 にお ける現物 ・サー ビス手法 の起源 はむ しろ貨幣的手段 よ りは

古 い。主に貧困救済 として始ま った この領域の救済手法 は、現物 での給付や、と

りわけ施設収容 と して展開された。その理由は主に二つあった と考え られる。一

っ は近代家族 の形成 ・展 開 と商品経済の消費生活場面 におけ る浸透 の程度 の問

題であ る。そ もそ も生活 の必要 は直接的 には現物 かサー ビスかによ って充 足 さ

れるので あって、貨幣は その調達手段で しか ないが(非 貨幣 とい う意 味は、 し

たが って貨幣 を媒介 と しな いこの直接のニー ド充 足その ものを意味す ることは

明 らかであろ う)、一般的 に近代社会におけるその充足の様式 は、商品 としての

生活財の市場 か らの貨幣を介 した調達 と、 この生活財 を家事労働 やケァな どの

一定の労働 によ って変換 しっっ生活 を自主的 に運営 して い く近代 家族 の成 立 に

よって特徴づ け られ る。 この充足様式 は、生活財 の商品 としての発達 の程度、家

事労働 を軽減す る加工食品や電化製品 な どの生活財の浸透 の程度 、近代 家族そ
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の ものの変化、 ある いは女性 の労働市場 への参加 の促進、 な どの要因 によって

変化す るが、一般的 には家族 内部 の労働へ依拠す る部分 は縮小 し、商品経済へ

の組み込 まれが ます ます進んで い くと考 え られて いる。 しか し、 もちろん初期

の段階 にお いて は このよ うな必要 の充足様式その ものは社会全体 に未成熟 であ

り、一定程度 の現物 によ る生活財 の調達や家事使用 人層 への依存 な ど旧社会の

要素す ら色濃 く残 る状況が あった。特 に貧困層 にお いて は、家族 その ものの形

成 自体不十分で あ り、住居や家財道具を所持で きないままに手か ら口への生活

を余儀 な くされ、子 どもや老人、病人 や障害者 などは放置せざ るをえない状況

があ った。 したが って、 その救済 や改善が まず施 設や食料 、薬 な ど現物 ・サー

ビスの供給 によ って 先行 されたのは当た り前 だ った ともいえ よ う。

第二 に、貧困救済 が、一般 市民や労働者 の 「普通の生活」 とは区別 された上

で許容 され る一つ の方策 と して、貨 幣的手法が 「わ ざ と」避 け られた とい うこ

とがあ る。 すなわち、貨 幣を媒介 と した市場で の交換 の担 い手 は独立 した平等

な市民 、労働者 であ り、貨幣 による生活財 の調達 と自主的生 活運営 は近代社会

におけ る労働者、市 民の 自立の実体 的内容 であ った。 この一般市民 や労働者の

自立 した 「普通 の生 活」 を明確 にす る上 で、貧困救済 は非貨 幣的な現物 と生活

指導 を含むサー ビス に限定す る方が望 ま しいとい う点が強調 され たわけであ る。

したが って この場合 の現物 ・サ ー ビス手法は、選挙権 の剥奪等 と同様 に、「窮民

の証」 を意 味 した といえよ う。

第一 の理 由は、経 済社会的基盤iから説明 され るが、第二 の理 由は貧困認識 と

政策判 断 という価値 の問題を含んでい る。 なお、 この価値判 断は、貨幣 は 「普

通 の生活」 の手段で あ り、 それ とは区別 され る 「貧民」を救済す る方法 は貨幣

以外 とされたのであ るが、現在の議論 は、貨幣は 「貧 困 ・低所得」と関わ り、サー

ビスは 「普通 の生活 」 と関わ ると して お り、 ち ょうど逆 にな って いる ことは興

味深 い。 この点 は後 でまたふれ ることになる。 こ うした ことか ら、社会福祉 の

初期の貧困救済段階 にお いては、貨幣的給付 はあ ま り歓迎 されず、現 物 ・サー

ビスが好んで使われ た。 このよ うな初期 の福祉サ ー ビス と して は、主 に次 のよ

うな三っの 内容の展 開が あった と考え られ よ う。一つ は施設 にお ける貧困救済

に代表 され るよ うな、通常の衣食住やケ アを直接施設処遇 の形で供給 す るサー
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ビスで あ る。 もう一っ は居宅貧 困者へ の治療的 も しくは自立促進 的な友愛訪 問

サー ビスであ る。三っ 目は施設処遇 に付 随 して、 あるいはスラムな どの社 会改

良事業 と して地域 で行われ た保健 医療 や教育、就労指導、あ るいは住 宅改 善 な

どの、後 には明確 に専門分化 されて い くサー ビス供給で ある。

第一 の内容 は、イギ リス新救貧法下 におけ る院内救済をその典型 と して あげ

る ことが出来 るよ うに、救済貧民の在 宅生活 や貨 幣給付 を拒否す ると ころに生

まれた。 したが って、多 くの意場合 は、貨幣的手法 と互換的であ る。 もちろん、

家族か ら放逐 された 子ど もや病人、障害者、高齢者 な どの処遇 は、一般 にはそ

の保護や発達を 引き受 けて いる近代家族の機 能を代替す るもので あるか ら、 そ

の部分で は貨幣的手法 と互換的 とは必ず しもいえな い。 いずれ に して も、必要

充足の大前提 と しての生 活財 その もの、 それ を介 した処遇(家 事や ケアにあた

るの も)の 給付 と しての福祉 サー ビス と考えて良か ろ う(も っとも、救貧法下

ではその処遇が劣等処遇であ ったわけであ るが)。

二っ 目のサ ー ビスのルーツと しては、イギ リスで はその救貧法 の対極 を成す

慈善組織協会(C.0.S)の 訪問生活指導、わが国の方面委員 のサー ビスな どがあ

げ られ る。 この特徴 は、衣食住 などの生活財 、あ るいはそれを介 した家事 やケ

アに代わ る処 遇 その ものではな くて、 それ らを利用 しっっ 自主的 に生活を運営

す る能力、 た とえば生活財の合理的 な選択や調達、家計 のや りく り、臨時的 な

必要 や失業 ・疾病時 など危機への対応、 といった能力 を個別(ケ ース)の 相談 、

調査 を通 して識 別 し、その力を削がな いような救済 に限定 しっっ 、貧民 の 自立

=市 民 としての成長 を促 そ うと した ものであ った。近代社会 は、一定 の貨幣収

入 をその眼前 におけば、個 々の世帯 は自由 にそれぞれの方策で生活を営み うる

とい う前提 に立 って いる。 しか し、C.0.Sは 貧民 はこうした運営能力 の点で劣 る

がゆえに貧困 であ ると認識 し、 したが って金銭や衣食住 のサー ビスの均一 的な

給 付に反対 し、 この運営力を高 め るよ うな個別 ケースを扱 う技術eの ちにケー

スワー ク等 の専 門技術 とな るものを介 したサー ビスを強調 したのであ る。 ここ

で、サ ー ビス は、現物 やケアの供給であ るばか りでな く、個 別援助技 術そ の も

のを示す よ うにな って い く。

第三 は、 もともとは第一 の タイプの中か ら生 まれ、後 には専門サ ー ビス と し
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て分化 して い ったよ うな、生活 のあ る局面で のサ ー ビスの給付で あ る。施設か

ら生 まれた もの と して は、病 院、障害児教育、幼児保育、職業訓練 ・就労指導

などが あげ られ よ う。 もちろん ワー クハ ウスでの職業訓練 はいやが るよ うな仕

事 の強制で あ った というよ うな制裁 的サ ー ビスの要素 が強か った し、わが国 も

含めて、施設 の子 ど もたちが工場 や植民地 の労働力 と して次 々に送 り込 まれて

い く就労指導 がなされていたこ とも確認 してお く必要があ ろう。

また、ス ラムにお ける社会改良活動 や、わが国 の経済保護事業 と呼 ばれ た戦

前の地域社会事業の中で は、住宅、職業紹介 ・職業訓練、公益質屋、公設市場、

社会教育、保育 など、生活 とかかわ るあ らゆる専門サー ビスが生 まれている。 こ

こで は、施設 とは異 なって、一応地域でのそれぞれの私生活 を前提 と して、そ

の自立生活を支え る社会 資源の改良 とい う視点か ら、非市場 的サー ビスが部門

別 に成立 し始 あてヤ・ることに注意 したい。諸 サー ビスは、個 々の生活 資源では

な く、地域 の共通の社会資源で ある とい う位 置づ けが なされ るよ うにな って い

るので ある。 しか もこの時点で は、 これ らの諸サ ー ビス全体 が、社会事業であ

り、福祉サ ー ビスで あった点 も重要で ある。

さて、以上 の よ うなサー ビスの展開の傍 らで、次第 に貨 幣的手法 によ る新 し

い貧困救済 ・予 防の形態が発達 し、 いわ ゆる福祉国家の成立 を促 して いったこ

とはあ らためて いうまで もない。社会保 険制度、居宅での失業扶助や無拠出年

金 などの新 しい公的扶助制度の導入 は給付 の対象 を普通の労働者 まで いっきに

拡大 し、「普通の生活」におけ る危機 を回避す る所得保障 としての整備が進め ら

れ た。 「普通 の生活」 にお いては、 その基本的 自由や政治への参加 の とともに、

先 に述べた必要充足 の様式が尊 重 されねばな らなか ったか ら、サ ー ビス的手法

による介入 よ り、貨幣給付が好 まれ た ことは これまた自然 の成 り行 きであ った。

もっと も、わが 国の救護法の よ うに、施設建設の費用節約や 、家族扶養の尊重

などを理 由 と して、居宅 にお ける貨 幣給付が 「わ ざと」導入 され る場合 もあ っ

た。形態 は反対 であ るが、貨幣を廃 して施設処遇 を 「わざ と」押 しっ けた経緯

と同様 の価値判断が ここに働 いて いた ことは興味深 い。貨幣か現物 ・サー ビス

かの手法 は、 それ 自体 に優劣が あ るわ けで はな く、その背景 となる社会経済的

文脈、 および単一で はない価値基準 に基づ いて いたこと確認 してお きたい。
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これ らの貨 幣給付 と諸 サー ビスに一定の体系を与 えたのが、戦後 の福祉国家

の公的領域 にお ける制度整備で あ った。 イギ リスを例 に取 れば、社会保険 を中

心 と し国家扶 助を付加 した所得保障 の系列、保健 医療 サー ビスや教育 のよ うな

一般社会サ ー ビスの系列 、そ して残 された様 々な特定サー ビスの系列 の三つが 、

財源や行政機 構の分業 を伴 って分類 され た。 ただ し、第二 の系列 と第三 の系列

のサー ビスの区別 は、後に も述べ るよ うに必ず しも明確 なものではなか った。第

二 の ものは、後 に も検討 す るが、 よ り一般的、公共的 な生活基盤 と しての性格

を もって いた ということはで きよ う。三 番 目の もの は、T.H.マ ー シャルがB.ロ

ジャース とJ.デ イクソンの著書か ら引用 しっっ 「"福祉諸サー ビスの部門は、あ

たか も、古 い公的扶助部門の残余遺産受取人"の よ うな ものであ った。"残 余的"

とい う言葉 は特 に適切で ある。 なぜ な らば遺産 は 「救 貧法」が解体 した時、諸

専門機関 に委託す る ことがで きな い福祉サ ー ビスの寄 せ集 めのはんぱな ものか

ら構成 されて いたか らであ る。」(マ ー シャル、1990、P209)と 述べ たよ うに、

それ 自体の中 に特徴が あるとい うよ りは、第一 と第二 の ものの体系か ら取 り残

され た諸サ ー ビスの不特定 な総称 に過 ぎなか った。 ただ し、異 な って いるのは

「か って被救 血窮民 と して分類 されたのであるが、やがて一般 にクライエ ン トと

呼ばれそのよ うに処遇 され るよ うにな ったのであ る。 ・… もち ろん クライエ ン

トの ほ とん どは事実上 、あいかわ らず貧困で あろ う。 しか し彼 らは もはや その

よ うな もの と しては分類 され ることはないで あろ う。 この変化 はサ ー ビスの内

容 とその管理 方法 の双方 に影響 を与えず にはおかなか った」(同上 、p211)こ と

で あ った。

なお、イギ リスの場合 は、公的扶助 にお ける貨幣給付 とinkindの 給付 を一

応分離 す ることによ って、救貧 法の痕跡 を消 し去 ろうと したので あるが、 ヨー

ロッパの他 の国では公的扶助 の内部での現金給付 とサー ビス給付が並列 して残

り、所得維持 と多様 な現物 ・サ ー ビス援助が組 み合わ された形で その 「(救貧法

の)人 間化 と現代化」(同上、p105)が 試み られた。わが国の場合は居宅保護 に

おけ る現金給付が中核 とはな ったが、施設保護や若干 の現物支給が加わ り、 ま

た 「自立助長」 の目的で いわゆ る 「公的扶助 ケースワー ク」 が強調 された こと

は周知の ところであ る。 また、経済保護事業 に含まれて いた多 くのサー ビスは、
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一般公的サ ー ビス と して全 く異 なった行政機関 に取 り込 まれ、社会福祉の範囲

か らは除 かれた。 た とえば、住 宅、職業紹介、職業訓練、消費者保護サ ー ビス

などが それ らで あ る。敗戦直後 の社会事業 の構想 の中には、経済保護事業 によ

る自立生活 の支援 こそ戦後社会福祉 の使命 という捉え方が描 かれてい るが、現

実の展 開では、それ らの資源整 備 は他の行政部門 の業務 とな って いき、経済保

護事業 とい う用語 その ものが戦後社会福祉 か ら削除 されて いったのであ る。

この よ うに所得保 障 と一般サ ー ビス、福祉 サー ビスの区分 は、国によ って さ

まざまな展開をみせ たが、一っ の特徴 は、 いわゆ る福祉サー ビス として 「残 さ

れた」諸サー ビスの位置づ けが、必ず しも明瞭ではない ことであ った。 しか し、

その後の福祉国家の展 開、特 に70年 代以降は、この第三 のサ ー ビスの肥大化 と

その新 しい位置づけを要請 して い くことになる。ILOの1984年 の報告書 「lnto

thetwenty‐firstcentury:thedevelopmentofsocialsecurity」 で

は21世 紀の社会福祉 の課題 として このサ ービス部門 の役割 の増大 を挙 げ、その

理 由 と して次 のよ うな社会経済 的基盤 を指摘 して いる。す なわ ち、人 口の高齢

化 と特 に女性 の高齢者 の増大、女性 の雇用市場への参加 の拡大、 ひ と り親 家庭

の増大、産業構造 の変化や技術革新による就業訓練や再訓練の必要性の拡大、失

業 者集 団の形成、都市化 による非入格化 と家族の縮小 であ る。 こう した社会経

済的文脈 の中で、福祉国家の財 政危機 と、中間層 まで含 んだ高齢者ケ アな どの

新 しいサー ビス供給 の要望の高 ま りにたいす る一 つの価値判断の結果 と して登

場 したのが、① コ ミュニテ イベ ースで②家族 ・近 隣や市場部門 によるサー ビス

供給 を従来 の公的供給 に ミックス させ た、③ 「パ ーソナル ・ソー シャルサー ビ

ス」な い しはその 日本版 としての 「対人」社会福 祉サー ビス、 あ るいはその地

域での展開 を意識 したコ ミュニティ ・ケアの 「普 遍主義的」かっ 「計画 的」供

給 であ った。

このパ ーソナル ・ソーシャルサー ビス、または 「対人」社会福祉サー ビスは、

ベ ヴァ リッジの5っ の 巨悪 に対応す る、所得維持、保健 医療 、住宅 ・都市環境、

雇用、教育の5っ の伝統的なソー シャル ・ポ リシー、ない しは広義の ソー シャル ・

サー ビスに付け加え られた6番 目のサー ビス とも呼ばれ る。 その内容 は国や研究

者 によってまちまちに例示 されて いるが、老人、障害者、児童の ケア と地域で
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の そ の個 別 生 活 を支 え るた あの雑 多 なサ ー ビスが 共 通 に挙 げ られ て い る。 た と

え ばわ が 国 で は在 宅 に お け る高齢 者 の生 活 を支 え るた あの 、 ホ ー ム ヘ ル プサ ー

ビス、 食 事 サ ー ビス、 入 浴 サ ー ビス 、住 宅 改 善 、 移送 サ ー ビス な どの他 、 緊急

通 報 サ ー ビス、 情 報 提 供 サ ー ビス、 福 祉 機 器 な どの サ ポー トサ ー ビス、 あ る い

は財産 管 理 サ ー ビス な ど まで含 ん で 、 多 様 な形 で拡 大 されつ つ あ る こ とが 指 摘

され て い る(高 橋 、pp28-36)。 先 に 述べ た言 葉 で言 えば 、通 常 の衣 食 住 や 家

事 ・介 護 と い った か っ て施 設 の直接 処 遇 と して供 給 さ れて いた サ ー ビスが 、 地

域 で の居 宅 生 活 を基 盤 に 「単 品 化」 され た ものが 、 そ の コ ア にあ る と考 え られ

る。 な お、 特 に施 設 で は な く、地 域 で の居 宅 生 活 を支 え るサ ー ビス展 開 に重点

を置 くとい う意 味 を こめ た もの と して、 パ ー ソナル ソ ー シャルサ ー ビス にか わ

って 、 コ ミュニ テ ィ ・ケ ア と い う用 語 も頻 繁 につ か わ れ て い る。 た だ しコ ミュ

ニ ティ ・ケ アで は、保 健 医療 サ ー ビス も含 まれ る こ とが 多 い。

イ ギ リスで は、1970年 の地 方 公共 体 社 会 サ ー ビス法 によ って 、 このパ ー ソナ

ル ・ソー シ ャル サ ー ビス の統一 的 な供 給 が計 画 され て以来 、ホー ムヘ ル プ、ホ ー

ム ケ ア、 デ イ ケ ア、 給 食 サ ー ビス な どの サ ー ビスが 発 展 し、 福祉 サ ー ビス へ の

公 共 支 出 は1955年 か ら1975年 まで の間 の、特 に後 半 期 に大成 長 した といわ れ

て い る。(ジ ャ ッジ、pp3-4)ま た 、 ニ ール ・ギ ル バ ー トは ア メ リカ で の この

サ ー ビス の発 展 が 、 従 来 の ソー シ ャル ・ワー ク と して の"ソ フ ト"な サ ー ビス

か ら、 ケ アや 家 事 サ ー ビス、移 送 、余 暇 活 動 な どの 「手 に触 れ る こ との で き る

サ ー ビス の提 供 」 す なわ ち"ハ ー ドな"サ ー ビス の供 給 の方 に重 点 を移 した こ

とを指 摘 して い る(ニ ール ・ギ ルバ ー ト、1995P77)。 た とえば1974年 の社

会 保 障 法修 正 タ イ トルXXに お いて は、家 事 や了 ど もの デ イ ケアが 一 貫 して その

リス トの上位 に あ り 「それ は過 去 にお いて公 的援 助 に依 存す る人 々 に対 す る ソー

シ ャル ・ケ ー ス ワー クの主 要 な事 業 を特 徴 づ けて いた人 格 的 な欠 陥 あ る い は資

格 の欠 如 とい った考 え 方 とは関 連 しな い」(p79)と 述 べ て い る。 つ ま り、福 祉

サ ー ビス は、 この新 しい形 態 に お いて 貧 困 の 解 決 で は な く、 一 般 的 な 「人 間 的

発 展 お よび生 活 の質 の向上 を 目指 す 」(同 上 、p78)と い う大 それ た計 画 に入 り

込 ん で しま ったの で あ り、 したが って 人 間生活 の 向上 に役 に立つ と思 わ れ るサ ー

ビス は どん な もの で も取 り込 あ るほ ど広 範 で 多様 な もの と して位 置 づ け られ る
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ことにな った。 しか もこれ らのサ ー ビスの 「普遍主義的」供給 は、中間層 の利

用を促 して いったので、 ます ます高度で洗練 された ものが多様 に要請 され るよ

うにな った とい うのであ る。

だが、 こうしたパ ーソナル ・ソー シャルサ ー ビスの急速 な拡大や それへの期

待 は、次第 に次 の二つの矛盾 を露呈 させて いかざるをえなか った。一っ は、そ

の範 囲の拡大が福祉サ ー ビス としての境界 をむ しろ曖昧 に しなが ら進 んで いる

ことであ り、二っ 目 には貨幣給付 と絡み なが ら、 それ との互換 性を深 めつつ展

開 されて いるという ことで ある。 第一の点 に関 しては、まず これ らのサー ビス

が、中間層 まで広範 に含んだ地域で の 「普通の居宅生活」 を基盤 と して いるが

ために、医療や住宅 など他の社 会サー ビス との融合化(高 橋)が 進 まざるをえ

ず、 したが って福祉 サー ビス とそれ らの境界 はます ます曖昧化 して いるとい う

現実 があ る。 これまで分業 として理解 されていた社会政策 の他部 門 との現場 レ

ベル におけ る直接的 関わ りが拡大 し、福祉 サー ビスの独 自性 は ます ますぼんや

りとして いる。 もと もと、 「パー ソナル ・ソー シャルサ ー ビス」 とい う用語 は、

「福祉 」 という言葉 の曖昧性 を避 け、「対象 とな る諸 サー ビスの共通の実施方法

に照 ら して定 義された」(マ ー シャル、1990P208)と いわれて いるが、 この

手法 を強調 すれば、同様 に 「パ ー ソナル」 なサー ビスが同種の もの として出現

して くる。 そこでわが国で も福祉サ ー ビスではな く社会サ ー ビス とか、 ヒュー

マ ン ・サ ー ビス とい うよ うな別 な用語で これ らの融合化現象 を捉え る傾向 もで

て きて いる(高 橋、1989、 栃本、1989)。

さ らに、以 」二の よ うな居宅生活 を支援す るためのパ ーソナル ・ソーシャルサー

ビスは、 「普通の生 活」が む しろ前提 に していた家族 や近隣の無償 サー ビスや、

市場部 門の商品 な ど、む しろ 「本来」 の 「パ ーソナル」なサー ビス との関連性

を も拡大 させてい る。 それ は、イギ リスでの このサー ビスの導入が、地域 レベ

ルでのイ ンフォーマ ルなケアや市場 のサー ビス との共 同をは じめか らね らって

いた ことにみ られ るように、福祉国家の財政問題 を一 っの判 断材料 と しなが ら

登場 した という側面か らも説 明で きるが、同時 にそ もそ も 「普通 の生活」 とは、

こうした市 場部門 と貨幣、家族の無 償のサー ビスによ って成立 して いる、 とい

うことを あ らためて 思 い起 こさせた ともいえよ う。 また、市場 におけ る一般的
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なサ ー ビス商品の発展=サ ー ビス経済化が この間著 しく発展 した ということと

も深 く関わ って いる。「普通の生活」を否定す るところに生 まれた施設収容的サー

ビス給 付では な く、 その 「普通の生活」の一定の質の維持や 向上 を支 え るサ ー

ビスが 積極 的 に期待 された とす ると、ニ ーズ充足 は、それが 「パ ー ソナル」で

あれば、福祉 サー ビスで も、市場 のサ ー ビスで も、家族のサー ビスで もよい、と

い うことにな る。 「諸専門機関に委託 す ることができな い福祉サー ビスの寄せ集

めのはんぱな もの」 としての福祉サ ー ビスは、国民 のすべて に開かれ たパ ー ソ

ナル ・ソー シ ャルサー ビス と して変身 した後 も、 あいかわ らず その 「固有」の

意味は不 明瞭で、 またその位置づ けはます ます不安定 な もの にな って いる と考

え られ るのであ る。

第二 に、 この よ うなパ ー ソナル なサ ー ビスの提供 は、貨幣給付 とサ ー ビス給

付 との決定 的 な分離 を前提 に進んだわ けでは決 してなか った。 もともと、北欧

やイギ リスな ど とは異 な って、大 陸の国 々では社会扶助 と して 「人問化」 され

た扶助 は、現物扶助 、現金扶助の両方 の形態 を ミックスさせて きた。 イギ リス

のよ うに両者 の分担 をは っき りさせた国 にお いて も、サー ビス給付は さまざま

な 「貨 幣」 との絡 み合 いの中で進んだ こ とが知 られて いる。 この矛盾 を詳細 に

検討 した ミッシェル.ヒルは、サー ビス供給 が、①所得 にかかわ りな く 「普遍 的」

に供給 され る無料の社会 サー ビス、 または② これ らのサー ビスの市場価格での

供給(サ ー ビスの システムそれ 自体 としては、 これ らのサー ビス価格 を支払え

ない人 々は考 慮 しな いという含みで)と い う二っの両極 のモ デル と して は進 ま

ず、その中間 のさまざまな絡み合 い として なされた ことを指摘 している(MHill,

1990pp111～143)。 す なわ ち、所得保障を分担 している中央政府 の下で介護

手当 な どの所 得保障が進 んだだけで な く、地方政府 にお いて も、 サー ビス利用

者へ の費用徴収、 ミー ンズテス トによ る料金減免 によって 「お金」 の問題 に敏

感 にな り、従来 「お金」を扱 うことを忌 み嫌 って きたソー シャル ワーカーたち

も、 そのケアマネ ジメ ン トを賄 う費用 を委ね られ るなど、 さまざまな形態 での

貨幣 との絡み合 いが あ り、 さ らには利用者へ の直接 の貨幣給 付、切符(バ ウチ

ャー)給 付 な どさえ も実施 されて きた とい う(GaryCraig,1992)。 特 に近年

は障害者 のグループな どか ら、彼 らの 自立生活 における選択権 の保 障のため に
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貨幣給付が望 まれて お り、 この ことはイギ リスの 「CashとCareに っ いての二

分法が失敗 した ことを示 して いると思われ る」とG.ク レッグは指摘 している(同

上P47)

わが国で ももちろん、サー ビスはさまざまな貨幣給付や費用徴 収、料金制度

を伴 って展開 されて いる。各地方 自治体は、ま った く無料のサー ビス供給の他、

費用徴 収を伴 ったホ ームヘルプサ ー ビスやデイサー ビス、 ミー ンズテス ト付 き

のおむっの支給 あ るいはその貨幣給付 との選択、 な どの制度 を導 入 し、さ らに

介護手当、見舞金、 祝 い金 な どの直接貨幣給付 や、 タ クシー券 な どバ ウチ ャー

制度を も、 それぞれ の不十分性 を不問 に しつっ いわば 「手 あた り次第 」に試行

して きた。 これ らのサー ビス と貨幣 との絡 み合 いは、① サー ビスの 「普遍主義

的」拡大が必然化す る利用者分担金 の問題、②利用者 の現実的貧富の差へ の考

慮、③サ ー ビス資源 の不足やア クセスの不公平 の是正問題、④施設か ら居宅 ま

で の間 の中間的居住 形態を含あた各形態でのケアサー ビスの利用料、負担額 の

格差。 た とえば 日本 で は施設 と病院、保健施設 、在宅 での利用者負担の格差問

題、⑤利用者か ら見 た選択権 の問題、 とくに中閻層 を母体 とす る消費者 の権利

の主張、 などの矛盾 の是正 を、貨幣 を通 してな されね ばな らなか ったために生

じた と解釈で きる。特 に最後 の点 は、「普通の生活」の どこまでが社会 によ って

援助 され るべ きか、 その手法 と して、サ ー ビスなのか貨幣なのか、それ とも両

者の最適 ミックスがあ りうるのか という基本的疑問を投げかけた もの として、注

目に値 す るといえよ う。

3パ ー ソナ ル ・ソー シ ャル サ ー ビス と して の福 祉 の意 味

(1)パ ー ソ ナ ル ・ソ ー シ ャル サ ー ビス と して の 福 祉 の 境 界 は ど こ か

福祉サー ビスが、貧困者 への 「普通の生活」を否定す るためのサー ビスか ら、

貧困者で はな く、一 般カテ ゴ リーによ る 「普通の生活」 を支 え るためのサー ビ

スに転換 し、 その 目的で はな くその実施方法 によって特徴づ け られ る=つ ま り

パ ー ソナル ・サー ビスである、とす るな らば、今度 はその ように拡 張されたサー

ビスを同種 の市場の サー ビスや他 の公共サ ー ビス、あ るいは戦後 の福 祉国家の
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サ ー ビス の整 理 にお いて 示 され た一 般 サ ー ビスの 系列 と区別 す る基 準 は な ん だ

ろ うか。 既 に見 て きたよ うに、 「パ ー ソナル 」 とい う 「実施 方 法 」 は、 医療 や教

育 と も共 有 す る もの で あ る し、 もち ろん 家 族 の ケ ア や 家事 サ ー ビス は、 も と も

とパ ー ソナル な もの で あ る。 こ う した文 脈 にお け る 「ニ ーズの充 足 」 とは、個 々

人 や 家族 の あ らゆ る生 活 の側 面 を網羅 して とめ ど もな く拡 人 す る傾 向 を もた ざ

るを え な いで あ ろ う。

この点 に 関 して は 、 まず テ イ トマ ス の 公共 サ ー ビス と社 会(福 祉)サ ー ビス

との古 典 的整 理 を見 る こ とか ら始 め よ う。 「私 た ち は集 合 的 に組 織 され た ソー シ

ャル ・サ ー ビス(socialservices)と 、集 合 的 に組織 され たパ ブ リッ ク ・サ ー

ビス(publicservices)と の 問 に、 どの よ うな 区別 を して よ いの か 一ま た区

別 をす べ きで あ ろ うか?つ ま り 『ソー シ ャル ・サ ー ビス 』 とは何 か 、 ま たパ ブ

リ ック ・サ ー ビス とは何 か?」(テ イ トマ ス、1981P151)と テ イ トマ ス は設

問 す る。 む ろ ん 「あ る点 で 、 これ らの二 っ の語 句 は殆 ど相互 に置 き換 え る こ と

が で き るで あ ろ う。 ・… 過 去 に お いて英 国 で は 「social」 と 「public」 とい う

ラベ ル は、 お お むね 手 当 た り次 第 にっ け られ た もので あ る」(同 上 、p151)が 、

理 論 上 お お ま か には そ の 区別 が で き る と い う。す なわ ち、 これ らの サ ー ビス は

次 の4っ に分 類 され うる。

① 個 人 の ニ ー ドに応 じて、 そ の便益 の た め にな され、 それ が 地 域 社 会 を利 す

るか 否 か は 問 わ な いで提 供 され る。例 と して老 人 の ホ ー ムヘ ル プサ ー ビスが 挙

げ られ る。

② 個 人 と社 会 の双 方が 便益 を得 る。 例 と して性病 患者 の医療 ケ アが挙 げ ら、こ

の よ うな病 気 の蔓 延 を 防 ぐこ とは明 らか に コ ミュニ テ ィ の関 心 事 で あ る。

③社 会 に は有益 だが個 人 には必 ず しも有 益 とみ なされ な いよ うなサ ー ビス。例

と して保護 観 察 サ ー ビスな ど 「個人 の ケ ー ス ワー クの用 意 と結 びつ け られ た[法

と秩 序]の 関 心 事 」 と して の サ ー ビス(同 上P154)が 挙 げ られ る。

④ 地域 社会 には有益 だが 、単一 の個 人 の便 益 には帰 し得 な い もの。 例 と して 、

都 市 計 画 や 公 園 が 挙 げ られ る。

こ こで テ イ トマ ス は、 そ のサ ー ビスが 特 定 化 され た個 人 の 重点 的便 益 とか か

わ る機 能 を有 す るの か、 非 個 人 的 な(イ ンパ ー ソナル な)無 差別 サ ー ビス なの
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か とい うサ ー ビスの 機能 が 区別 の基 準 に あ る と い う。 だが この区 分 は む しろ一

般 に公 共 経 済学 にお いて 用 い られ る公 共 財 の 概念 に近 く、 複 数 の人 々 の便 益 か

特 定 個 人 の便 益 か と い う基 準 を 色濃 く含 んで い る よ うに もみ え る。④ はあ き ら

か にイ ン ・パ ー ソナ ル なサ ー ビス で あ り利 益 も社 会全 体 に あ るか ら、 公 共性 が

高 く、公 共 サ ー ビス とか、 一 般 的 な生 活 基 盤 サ ー ビス と して 整理 しや す い。②

③ は、個 人 的方 法 を採 るが 、利 益 は社 会 にあ る。 ① は方 法 も便益 も特 定 個 人 に

帰 す る。 したが って社 会(福 祉)サ ー ビスが 、「パ ー ソナ ル」 を 中心 に置 くとす

れ ば、 ① だ けで な く② ③ を含 ん で も理解 され るが 、 便 益 とい う意 味で は、 ① と

い う こ とに な ろ うか 。

これ と同様 な議 論 と して 、 マ ー シ ャル は、 権利 と義 務 の問 題 を持 ち出 して い

る。 マ ー シ ャル に よ れ ば、 福 祉 サ ー ビス とは、 医 療 、 金銭 給 付 以 外 の 扶助 と し

て 与 え られ るサ ー ビス で あ り、 この特 徴 は、 「実 施 方 法 に照 ら して定 義 され た 」

パ ー ソナ ル サ ー ビス だ と い って い るが 、他 方 で 同 じパ ー ソナ ル サ ー ビスで あ る

教 育 や 医療 とは異 な って い るこ と も指摘 して い る。す なわ ち、健 康 と教 育 は、個

人 に と って 重 要 で あ るば か りで な く、 社 会 に と って も重 要 で あ る。 それ は市民

の権利 で あ るだ けで な く 「それ に よ って市 民 が形 成 され るプ ロセ ス」(Marshal,

1981,P90.邦 訳 マ ー シ ャル 、1989、PP.161-162)な の で あ り、義 務 と混

じり合 って いる、 とい う。 「現 代 の教育 と医療 に対 す る権 利 は、 たん にすべ て の

人 に よ って その起 源 が 社 会 的 な もの で あ る と認 め られ て い るば か りで な く、 同

時 に それ によ って個 人 が社 会 に同化 され(そ こか ら孤 立 しな い よ うに)、 そ して

そ の集 合 的福 祉 に頼 りかつ貢 献 す る とい うメ カニズ ム の一 部 なの で あ る」(同 上 、

p91、 邦 訳p163)し か し、「社 会が 教 育 を うけ、あ る いは健康 な人 口を必要 とす

るの と同 じよ うに、 幸 福 な老 人 を 必 要 とす る とい うこ とはで きな い」。(同 上 、

p91、 邦 訳pp163-164)「 これ らの人 々 に与 え られ るサ ー ビス を示唆 す る動機

は 、利 害 で な く同 情(compassion)で あ る。 ・… そ こで、 この福 祉 に対 して

の特 定 の権 利 は、 そ れ を迫 ま り、支 持 して い く力 と して、 それ が 一 っ の道 徳 的

権利 で あ る とい う事 実 に、他 の権利 よ りもよ り依拠 せね ば な らな い」(同 上 、p92、

邦訳p164)と い う。

マ ー シ ャル は こ こで権 利e義 務 が 貫徹 す る世 界 を 「社 会 」あ るい は 「一 般 」の
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領域 と し、必 ず しも社会が社会 自身 にと って不可欠 とは しない世 界、つ ま り本

来は家族 や近 隣がなすべ き義務を社 会が肩代 わ りす るサー ビスを福祉サ ー ビス

と仕分 け して いるとみ ることがで きる。っ ま り社会 自身 にとっての義務 とは、テ

イ トマ スや公共経済学 の いう社会 に とって の便益 であ るが、 マー シャルはそれ

を もっと強 く意識 し、単 なる便益 とい うよ り、社会 と市民の形成 に不可欠 なサー

ビス と、必ず しもそ うで はな いサー ビスを区別 したのであ る。結局、 マー シャ

ルにお いて は、 「(初期 の)貧 民救 済の場合、 その義務 は一 人の人間 の他 の人問

に対す る もので あ り、社 会保障や医療や教育サ ー ビスの場合 は、 国家 の市民 に

対す る、あ るいは社会の社会 自身 に対す る義務で あ ったのに対 し、老 人や被差

別者や 障害者 に対す る福祉を増進す る義務 は、人 々の隣人に対 す る義務 に基づ

いて いるので あ る」(同 上p92、 邦訳p165)と い うことになる。 あ るいは 「人

間の市場 での価値(資 本主義的価値)、 その市民 と しての価値(民 主的価値)、 そ

の 自分 自身 に対す る価値(福 祉的価値)」(同 上p119邦 訳p209)と いう表現 が

あ る点 も興味深 い。

テ イ トマ ス もマー シャル も福祉サ ー ビスはその利益 が個人 に帰属す る、 とい

って い る点で は共通 して いる。 また、 その個人の生活 は、本来 この社会 におい

て は軽 々 しく社会や他人が干渉 しな い、 ユル ゲ ン ・ハ ーバーマスの いう私的生

活領域 の さ らに親密圏域 にお けるパー ソナルな決定 によ ってな されて いる もの

であ る。そ こで、 この領域での本人や家 族の決定 によ っては充 足 されな いニー

ドを、社会が援 助す ることによ って、市 場 一市民 一家族のバ ラ ンスが とれて い

くと認識 され た といえ よう。 この意味で、パ ーソナル とは、 こう した私的生活

領域内 の家族や近隣 による相互行為 を示 し、 また こうした私生活領域へ の介入

の技術eパ ー ソナル ・スキル と してのサー ビスを媒介 とす ることを示 して いる

と解釈 で きる。

今、 この よ うな解釈 を、私的生活領域 とそ こか ら切 り離 され、異な った原理

を持つ に至 った二っの近代的 な社会 システム=生 産領域(労 働 と生産:媒 体 と

して の貨幣 によ って生活 と連結す る)と 公的領域(国 家 と行政:媒 体 と して の

権力 によって生活、経済 と連結す る)と の関係枠組みで示せ ば、図1の よ うにな

ろ う。生活領域 に属す るの は、根源 的には人 間の誕生か ら死 にいた るまでの生
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活過程 とその必要 その もの、っ ま り貨幣 によ って制限 され ないニ ー ド、 あ るい

は次代の人間の再生 産 と社会化、人格、文化 、規範 な どとい う要 素で あ る。 こ

の領域 にお ける必要 の充足 は、公 的領域 や生 産領域 が モデル と して期 待す る

independentな 市民 、労働者 ・顧客 だけで な く、赤ん坊 や老人 、病人や障害者

などの全面 あるいは部分 的にdependentな 存在を当然視野 に入 れてなされ るこ

とにな る。公的 サー ビス、 あるいは一般的社会政 策は、 このよ うな生活領域 の

中の、市民 と しての要素、労働 者な い しは顧客 としての要素 だけを 「切 り取 っ

て」国家や経済 システムの関心事 とす る過程で形成 されてい く。つ ま り 「社会

が利益 を うる」 とい う根拠で、 その範囲の必要充 足だけが公的領域の生活保障

の システムに接合 されて い く。 しか し、マー シャルが鋭 く見抜 いたよ うに、 そ

の他 の要素 は、 あ くまで私 的生活領域の中の、人 々の同情心や それを揺 り動か

す諸活動 に委ね られ るとい うわけで ある。

図1生 産領域 ・公的領域か らの生活の切 り取 り

生産領域

財の生産

価値最大化

で蕊 騨 麟 ・

嶺饗離 ㌔㍉'

公的領域

官僚制 ・租税

、網 繍 乳勲'

嶺驚 灘驚
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しか し、テイ トマスやマー シャルが例 示 したあ くまでパ ー ソナルなサー ビス

にお いて も、次 の点か らその一般性 や普遍性、 あ るいは福祉 サー ビスの受益者

は当該個人 だけだ とは限 らな いことが強調 され る場合があ る。一 っはニー ドの

一般性 であ る
。 その便益 が個人 に帰属す るよ うなサ ー ビスや財 であ って も、 そ

うしたサー ビスへのニ ー ドが多数 の人 々に共有 されていると見 なされる場合 は、

その一般性、普遍性 が全面 に出て、教育や医療 と類似 の扱 いを受 け ることが あ

る。た とえば、わが国で は保育へのニ ー ドや近年の高齢者 ケアへのニー ドは、通

常 その よ うに扱 われやす い。

第二 に、ニー ドその ものが社会 によって作 られ た点が強調 され る場 合、本来

社会全体が 「補償」 と して負担すべ き費用 を、福祉サ ー ビスが代替 す る、 とい

う意味で公共的性格が強 いとみ なされ ることが ある。高度 な産業組織 や都市化、

戦争や公害な どの 「被害者」が もっさまざまなニー ドへの対応がそれであ る。 ク

,リス トファー ・ピア ソンはこの点 につ いて環境保護の立場 か らの福祉 国家批判

を と りあげ、 その一っの論 点 と して 「福祉国家は また、資本主義的形態 の産業

組織 によ って生みだ され た、余計 なニーズに もこたえなければな らな い(た と

えば、資本主義的 な強制 の もとでの就労 のス トレスに よって生 みだされた、神

経症や アル コール中毒な ど)。」(ピ ア ソ ン、1996、P181)と い う見解 を紹介 し

てい る。 テイ トマス も、同 じ足 を失 った ことか ら発す るニー ドも、戦争 で足 を

失 うとい うよ うな 「補償 」な い しは労災 のよ うな 「業績へ の評価」へ の対価 と

して なされ る場合 と、 ま った く個人 的理 由による場合 では、意味が異 な ること

ことを示唆 して いる。っ ま り、 この場合、福祉サー ビスの受益者 は本来 その費

用負担 をすべ きだ った社会 にあ る、 とい う見方であ る。

第三 に次の よ うな こと も考 え られ る。障害者や高齢者 、子 どもな どへ のパ ー

ソナル ・サ ー ビスは、当該本人 のニ ー ドに こたえ るだ けでな く、 む しろ家族が

負担 して いたその重荷を、一部 か全部か、社会が肩代わ りす ることによ って、ま

ず家族 に とっての利益 を もた らす。 さ らにその家族 は、 これ らのサー ビスによ

って労働市場での義務 を果 た し、 また地域 にお ける市民 と して の義務 も果 たす

ことがで きる。 したが って、マー シャル のい うよ うな、市民 と国家 の権利義務

は、やや迂回的 な形 で、ケアの必要 な当該個人→ 家族 の負担 の軽減→社会 の利
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益 とい う連鎖 を実現 させ ると考 え ることもで きる。つ ま り、マー シャルの述べ

た同情 に基 づ く 「道徳的権利」ではな く、家族 の市民 と しての、あ るいは労働

者 と しての権利義務 の円滑 な行使 にとって福祉サ ー ビスは有益 であ り、 その意

味では、他 の社会 サー ビス と異 なる ことがな い。 このよ うな見方 が可能で あれ

ば、保 育が子 ど ものニー ドに基づ いて とい うよ り、母親 の労働 との関連 で制度

化 されて い った側面 や、障害児 ・者への ケアの要求 が家族 に担われて きた経緯

はきわめて理解 しやす い。 その意味では、福祉サー ビス、特 にそのパー ソナル ・

ソー シャルサ ー ビスへの転換 は、家族成員の市民 あるいは労働者 としての位置

づ け と、家族扶養 の義務 との矛盾 を、中間的な形で解決 しよ うとす るものだ と、

考 え ること もで きよ う。

以上 のよ うな見解 を基礎 とし、公 的領域 の関心事 は、パー ソナルな ものの核

心 にまで広 が ってい くことにな る。すなわち、 これが福祉サー ビスのパー ソナ

ル ・ソーシャルサー ビスと しての拡大 であ り、その制度化である。 ここで は、パー

ソナル なサ ー ビスを生活領域の同情心や道徳権 といったイ ンフ ォーマルな規制

に委 ねてお くのでは な く、その権利の制 度化 が促 され るよ うにな る、 とい うと

ころにその意義 があ る。ハ ーバ ーマ スは この よ うな福祉国家の拡大を社会国家

的介入の高度 な段階 と呼び、特 に金銭保障だ けでな く、さ らに治療的な支援を

行 う社会サ ー ビスの制度化 によ って生活領域 への国家介入 は総仕上げ され る と

指摘 して いる(ハ ーバ ーマス、1982、P368)。 こうした介入 は、ハ ーバーマス

に とって は生活領域 におけ る人間の 自由の保証 と自由の剥奪 の ア ンビヴァレン

ツ と して写 るわ けで あるが、 いずれ にせ よ、パ ーソナル ・ソー シャルサー ビス

の拡大 の意味 は、パ ーソナル な ものの出 自と しての生活領域 の最 も核心的 な部

分への公領域の本格 的介入で あ ることは間違 いなかろ う。子 どもも老 人 も、女

性 も障害者 も、家族か ら解放 されて、その人格を 「自立」させて い くたあには、

国家の 協力を求 めざ るをえないので あるが、同時 にその ことによ って 自由で 自

律的な生活領域 の要素 は公的領域 に隷属 して い くことにな る危険を秘めて いる、

とハ ーバマ スは指摘 して いる。

この よ うに、パー ソナル ・ソー シャルサー ビスが、公的領域の本格 的関心事

とな るに したが って、 そ して その介入を宣言 して しまった後 には、福祉サ ー ビ
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スが、個人 の便益(な い しは統制)で 、他の公共 または社会サ ー ビスが社会 の

便益だ とい う区分は付 け難 くな る。サ ー ビス対象 と して は、パ ー ソナル ・サ ー

ビスの場合 も、多数 に共有 され た福祉 と しての 「一般サ ー ビス」か ら少数 の特

定 のニーズ に限定 されたサー ビスまであ り、その いずれ に も、 それを支援す る

「相 当の理由」が社会 システムの側 にもあると、国家 も人 々 も主張す ることにな

る。 もしそ うであれば、パ ー ソナル ・ソー シャルサ ー ビスの あれ これの体 系が

社 会福祉だ とい うよ りは、 そ うした体系 を利用 して私生活領域 に介入 す る こと

によって達成 され る社会 システ ムの側 の 目的 に も目を向 け、 それ との関連 の中

で現代 の社会福祉 の意味 を検討 す る必要が あろ う。貧困や不平等 の除去 といっ

た伝統 的要素 、市民、労働者 と しての家族成員の権利義務 の保 障、その他社会

が作 り出 したニーズへの補償等 々を、さ らには これ らを通 じた社会統合 な どの

社会政策全般 の 目的 との関連 で、福祉サ ー ビスの意 味を考察す ることが重要 だ

と思 われるので ある。

こう した視点 に立っ と、パ ー ソナル ・ソー シャルサー ビスの制度化が促 され

て何年 も しな いうちに、一一方 で生産の システムか らの異議申 し立 てが始 ま り、同

種 サー ビスの民営化が図 られて いった経緯や、他方 でサー ビス利用者 自身が 自

分 の 自立生活へ の責任を宣言す る過程で、む しろ貨幣給付 の意義 や当事者相互

の(制 度化 され ない)サ ー ビスが重視 されだ した ことが理解 しやす くな る。生

産領域 と生活領域か らの両方 の異議申 し立ての中で、福祉国家のパーソナル ・ソー

シャルサー ビスの制度化 は、非営利 団体 な ど生活領域の 自由な相互協 同の取 り

込 み、市場サ ー ビス との協力を模索 せざ るをえ な くなる。今 日の福祉 サー ビス

の展開が、こ うした文脈 に位置づけ られ るとすれば、その拡大 を手放 しで喜ぶ、

あ るいは これ こそ新 しい福祉 だ とす るのではな く、それでは どのよ うな 目的 と

手法 によ る社会福祉が生活領域 の中か ら展望 され るのか、 という根本 問題 に突

き当た らざ るをえない。 この論稿 では、 むろんそ こまでの議論 は準備 して いな

いが、それ らを考察す る前提 として、必要充足の保障手段 と して用 い られた場

合、サー ビス と貨幣 では生活領域 の内側 の人 々の全体の必要充足 に どの よ うな

意 味の違 いが あるのか、その点 を もう少 し細か く検討 してお きたい。 しか し、こ

の問題 に入 る前 に、パ ー ソナル ・ソー シャルサー ビスを、その 「ソフ ト」 にお
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いて捉え、 そ こに福 祉の意味を こめて理 解す る立場 につ いて も若 干言及 してお

かねば な らない。

(2)「 ソ フ ト」 な 福 祉 サ ー ビ ス

貧困か ら切 断 され て、少 な くとも外観上 は私生活領域のあ らゆ るニ ー ド充足

を請 け負 うという新 しい途を歩 み始 めて しま った福祉サー ビスの曖昧性 にっ い

ては、実 はすでに岡村重夫の厳 しい批判 があ る。すなわち、「全国民に機会均等

に提供 され る社会的サー ビス も 「福祉」(集 合名詞 と しての福祉)な ら、特殊 の

生活困難を もっ選別 グループの みに対す る社会的サー ビス も福祉 とい うので は

いか に も言葉の濫用で ある」(岡 村、1983、P55)と して イギ リスな どの福祉国

家 におけるサ ー ビス部門の拡大 を福祉の名 で総称 す ることを廃 したうえで、今

度はパ ーソナル ・ソー シャルサ ー ビスという新 しい用語 を用 いて その 「特殊ニ ー

ド」へのサー ビスを焦点化 して も、「ケア ・サー ビスが社会福祉的援助の中心問

題 となるのは、 いかな る根拠 に基づ くのかを説明す るのでな ければ、パー ソナ

ルサ ー ビスがその まま社会福祉であ るとい うことはで きないであろう。」(同 上、

P60)む しろ、このよ うな強調 によって、身辺 自立的援助 と一般的な生活関連施

策 との関連性を喪失 して しま うので はないか、という危惧 を表明 している。 周

知の よ うに、岡村 に とっての社会福 祉は、ケ ァのよ うなパー ソナルなサー ビス

ではな くて、む しろ社会関係の主体 的側面 に視点 を置 き、生活す る個 々人 がそ

の主体性 を持 って社会人 として機能 を発揮で きるよ うな環境 との調整や総合化

を視野 に入れた、「全体的、総合的」働 きかけであ る。 それは先 の近代社会 の枠

組みで いえば、公的領域 との システム とい う客観的側面 ではな く、私 的自律 と

して 自由に展開 され る生活領域 にお ける主観 的生活世界か らの福祉 の捉え方を

意味 して いるともいえ る。 この岡村 との類似の視点か ら、高 田慎治はアメ リカ

の ヒューマ ンサー ビス(イ ギ リスの ソー シャルサ ー ビス にほぼ該 当す る)を 補

完す る もの として登場 したパー ソナルサ ー ビスの 「ソフ ト」部分、す なわち 「ア

クセス」サ ー ビスの重要性を示唆 してい る(高 田、1986)。 高 田によれば、パ ー

ソナル ・ソー シャルサー ビスは、「ケア」その もの と、それが利用で きるための

情報提供や相談な ど 「ア クセス」の二 っ に類 別で きる。人間存在 、その生 活援
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助 とい う観 点 か らは 「サ ー ビス利 用 、 ア クセ ス が 重要 に な るの は い うまで もな

い。 そ こで これ らの共 通 、普 遍 的 なサ ー ビス に加 え て 、 これ らの サ ー ビス を調

整 し、補 充す る個別 的 、選択 的 なその他 のサ ー ビスが不 可欠 とな る」(同 上 、P214)

とい う。

こ う した 「ア クセ ス サ ー ビス」 が 従来 の ソー シ ャル ワ ー ク、 あ るい は岡 村 の

本 来 の社 会 福 祉 サ ー ビス と どの よ うに重 な り、 あ るい は重 な らな いか は不 明 で

あ るが 、 「ハ ー ド」 の サ ー ビス そ の もの で は な く、結局 それ を個 々人 が ど う使 い

こな して い くか、 と い う点 に視 点 を定 め、 使 い こな して い く個 人 へ の 援助 と い

うサ ー ビス を考 え る と、 おそ ら くは この 「ソフ ト」 サ ー ビス が従 来 の ソー シャ

ル ワ ー クサ ー ビス と微妙 に絡 み合 いなが ら、 パ ー ソナ ル ・ソー シ ャル サ ー ビス

の福祉 ら しさを 強 調 す る根拠 と して登 場 して い る とい う こ とはで きよ う。

この よ うな 「ソ フ ト」 なサ ー ビス は、高 齢者 ケ ア な どの領 域 で は、 「単 品 」の

「ハ ー ド」サ ー ビス の い くっ か を、 あ るい は福祉 以外 の社会 サ ー ビス や 家族 近 隣

の イ ンフ ォー マ ル な援 助 を 、利 用 者 の生 活 に あ わせ て 「組 み 合 わ せ る」 とい う

新 しい援 助;ケ ース マ ネ ジメ ン ト、 な い しは ケ ア マ ネ ジメ ン ト、 コ ー ディ ネ ー

シ ョン等 といわ れ よ うなサ ー ビス と して位置 づ け られ始 め て いる。す なわ ち、白

澤政 和 に よれ ば 、 ケ ース マ ネ ジメ ン ト、 あ る いは ケ ア マ ネ ジメ ン トに まだ 適切

な定 義 は な いが 、「複数 の ニ ーズ を有 した要 援 護 者 と社 会 資源 を結 びっ け る こ と

で、要 援 護者 の 自立 や生 活 の質 を確保 す る よ う援 助す る こと」(白 澤1996、pii)

で あ り、 「施 設 や病 院 で は入 所(院)者 の生 活 は院 内 で 自己完結 す るが 、在 宅 で

は さ ま ざ まな サ ー ビス や 支援 が 組 み 合 わ され な け れ ば生 活 が 出 来 な い。 その た

め利 用 者 の立 場 か ら必要 な社 会 資源 を か き集 め るこ とが 必要 とな り、 その た め、

ケ ア マネ ジメ ン トは基 本的 に個 々 の在 宅生 活 を支 え る方法 で あ る」(同 上 、1996、

pi)と して い る。 ここで は岡村 の い うよ うな主 体 へ の働 きか け とい うよ りは、資

源 とニ ー ドを 結 びっ け る 「接 合 サ ー ビス 」 とか 「情 報 提 供 ・送 致 サ ー ビス を高

度化 させ た もの 」(同 上 、P5)と い う側面 が 強調 されて い る。 これ は先 の 「ア ク

セ ス 」 と して の 「ソ フ ト」 サ ー ビス と合 致 した概 念 で あ る といえ よ う。

しか し、 この ケ ア マ ネ ジメ ン トとい う 「接 合 サ ー ビス」 は、 実 は二 っ の異 な

った側 面 を もって い る。一 っ は、「ハ ー ド」な サ ー ビス の供 給 サ イ ドの 「適切 な」
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資源配分機能 を果 たすサー ビス とい う側面 と、 もう一っ はサ ー ビス利用者 のア

ドボカ シー、な い しはマネ ジャー とクライエ ン ト関係を基 盤 に した援助実践 と

してのマネ ジメ ン トとい う側面であ る(副 田、1995、P137-145、 白澤、1996、

P134-135)。 歴史的 には、伝統的 なソー シャルワー ク実践 ではな く、新 しい

パー ソナル ・ソー シャルサ ー ビスの地域での供給 上の要請、っ ま り資源配分機

能 と して出現 した といわれて いる。 それ は、先述 して きたよ うな市場部 門や近

隣 ・家族 のサー ビスの 「掘 り起 こし」を含めて期 待 され るさまざまなサー ビス

の統合 と財政抑制 を背景 と した ものであ り、 もっといえば、パ ーソナル ・ソー

シャルサー ビス として出て きた公 システムの要求が私生活領域 へ(権 力を媒体

と して)介 入す る場 合の、 ソフ トな道案 内 と して のパ ー ソナル なスキル、 また

ここで のパ ー ソナル なニ ー ド判定技術 と して理解 され る。っ ま り、国家 システ

ム→生活領域 とい う矢印で示 され る行政の生 活への 「侵入」経路 に位置づ けら

れ る 「接合」サー ビス といえ よう。パ ーソナル ・ソー シャルサー ビスによるサー

ビス給付が個別的で あ るため には、個別的ニ ー ド判定 が不可欠 とな り、 また こ

のニー ドに応 じたサ ー ビスのパ ッケー ジを作 る上 での援助が不可欠 とされ るか

らであ る。 したが って このサ ー ビスは、何段階かのマネ ジメ ン トの過程 の中で

「ハ ー ド」なサー ビスの 「利用者」 と しての資格認定 と資源供給 その ものの量的

質的決定 を行 い、資源 を無駄 な く必要 な人 々へ結びっ けるタ ーゲ ッテイ ング役

割を も期待 され る。 すなわち、特定 のサー ビスの ターゲ トを明 らかに し、サー

ビス利用希望者 の優先順位 を決めて割 り当てて い く役 割であ る。

しか し、 この ような資源供給サイ ドに位置づ け られ、国家 システム→生 活領

域 という経路を保証 する 「ソフ ト」サ ー ビスの中に、利用者 の主体性を尊重 し、

その生 活世界 の内部 の調整過程 に援助す るとい うマネ ジメ ン トを持 ち込む、 と

い う形 での利用者本位 の ソー シャル ワー ク実践の重要 性が主張 されて いる。あ

るいは岡村 の主体性 に働 きかける福祉 との接合、っ ま り生活領域→国家 システ

ム とい う矢 印を実現 させ て いく意味付 けを このサ ー ビス に求 め るとい う点 に社

会福祉の意 味が ある、 という主張が今 日のケア ・マネ ジメ ン トの議論の一 っの

ポイ ン トにな って いる。

だが、マ ネ ジメ ン トが供給 サイ ドか利用者 サイ ドか に関わ らず、 この 「ソフ
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ト」 サ ー ビス につ いて の問題 は、基 本 的 な次 の二つ の点 にあ るよ うに思 わ れ る。

図2生 活における必要充足の構造

◎

～i

/1
所得

エ ンタイ トルメン ト

!能 力

第一は、なぜ地域で 「普通 の生活」を営んで いる人 々がケアマネ ジメ ン トのサー

ビスを利用 しなければな らないのか という問題で ある。上 に述べたよ うな、「ソ

フ ト」 サー ビスは、本来的 には個々の私 的生活領域 にお いて 自由 にな されて い

る個人や家族 の私 的マネ ジメ ン ト部分 であ る。 ここで、近代社会の生 活充 足の

構造を図2の よ うに示 してみ ると、生活 は、その必要充足 に必要 な①財 ・サー ビ

ス商品、② それ を利用 して行 われ る家庭内生 産やケア、 さらに③商品調達 や家

庭内生産 の在 り方 を調整 しっっ長期 の見通 しを持 って生活 を運営す る運営部分、

の三つ に分 け ることがで きる。 また、 これ らの前提 と して、④財 ・サー ビス商

品を購入す る所得、⑤ それ らの購入機会 や適切 な情報等 にア クセスす ることの

で きる資格(エ ンタイ トルメ ン ト)⑥ 財 の消費、家庭 内生産やケ ア、 あるいは

運営の ための一定の能力 の存在が もちろん必要 であ る。 これ までの議 論 を ここ

にあて はめ る と、① は市場 での商品調達 を意 味す るか ら、主 に所 得や貨幣保障

と親和 的で あ り、②が新 しいパ ー ソナル ・ソーシ ャルサー ビスの 「ハ ー ド」部

分 の根拠 とな り、③が ここでの 「ソフ ト」 にあた ると考 え ることがで きる。 ま

た もちろん この①② の境界 は固定的 な もので はな く、③ にっ いて もその運営 の

様式 は生活領域 内で の個人や家族 の 自律 に任 されて いる。さ らに①②③ の前提
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と しての④⑤⑥ につ いて は、 これ らの所得やサー ビス給付が なされるべ き根拠

と して、社会階層や エ ンタイ トルメ ン トにお ける不平等 、個 々の生活者 の能力

の差異や貧困が前提 として横 たわ っていると考え られ、政策的対応 としては、こ

うした部分 への根本 的働 きか けが不可欠 な ことが 含意 され る。

地域 で 「普通 に暮 らす こと」は、 この①②③ を含んだ生活が回転 して い くこ

とを前提 とす るが、 「自立」的 な生活の核心 は、特 に③ の実現 にあ り、 したが っ

て後 に も述 べ るよ うに、貨幣形態に よる生活保障 は、生 活運営 の 自由と自立 を

尊重 し、②③ への介入は 「あえて」避 けるのである(先 述 した救貧法やC.O.Sな

どの原則 との同 じ価値 にたつ逆転形態)。 こうした 「普通 の生活」を前提 にす る

と、 い くら一般制度 や 「ハ ー ド」なサー ビス に専 門分化 や複雑性が あった に し

て も、 その ことだけで、生活領域 の側 か らは、マ ネ ジメ ン トまで介入 されねば

な らな い理屈 は出て来に くい。 そこで、 も しこの よ うなマネ ジメ ン トがパー ソ

ナル ・ソーシャルサ ー ビス供給の不可分 の要素 、 あるいは福祉 の積極的な意 味

だ とす ると、地域 に出て きて 「普通 の生活」を始 め ることにな った人 々の多 く

が、実 はこう した能力 を欠 いて いるとい うことを証 明す るか、 あ るいはパ ー ソ

ナルサ ー ビス という方式が、一定 の生活 のス タイルを利用者 に 「ソフ ト」 な形

で強要す る機能 を もつ、っ ま りハ ーバ ーマスの い う公領域か らの 「侵入」 およ

び資源 の ターゲ テイ ング機能 と考え るしかな いのではなかろ うか。 いいかえ る

と、「ソフ ト」サー ビスに福祉サ ー ビスの意味が あるとす るな らば、 このよ うな

パ ー ソナル ・スキル を利用 して達成 され る社会的 目的 との関連づ け、 あるいは

特殊 の生活困難を もつ選別 グループか、岡村 のい う社会人 と して主体的 に生 き

る 「義務」 の側面へ の限定が必要だ ということになろ う。 この点 にっ いてた と

えば、 白澤 は、 臼立 生活運動 な どの、③ を利用者 の側 に取 り戻 そ うとす る運動

に も考慮 しつつ、ケ アマネ ジメ ン トはサー ビス利 用者 全体 に必要 なので はな く

て 「複数 の、あ るいは複雑 な問題を有 してい る者 」 にだ け適応 され るべ きだ と

してお り(白 澤、1996、P4)、 また小林 も同様 に重度 の要援護者や家族への 「サー

ビスの重点化 」(タ ーゲテイ ング)が 求め られ る場合であ るの に、現在のわが国

では単 品サー ビスの決定 レベルで位置づ け られて いることを指摘 して いる(小

林、1995、pp120-121)。
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なお、利用者本位 のケアマ ネ ジメ ン トにつ いて いえば、生活領域か らの異議

申 し立 て と してではな く、専門サー ビス と してのケアマ ネ ジメ ン トが、 いか な

る意 味で利用者本位 といい うるのか、 いいかえれ ば利用者 と援助者 の相互主 観

性が どのよ うに形成 され うるのか、 またそ う した主体的側面 が、制度化 された

介護 システムな どの客観的側面 に転化 しうる根拠 は何か とい う、 さ らに難 問が

あ ることを付 け加えてお きた い。

第二 に、 ケアマネ ジャーが 資源 を利用す る際の権限の問題 であ る。従来、貨

幣給付 とサ ー ビス給付 を二分 して きたイギ リス などでは、 ソー シャル ワーカー

に貨幣給付を含む社会 資源 を処理す る直接権 限が な いため、資源 を使 い こなせ

ないことが問題視 されて いた。 したが って、"ハ ー ド"な サー ビス供給機関 との

関係 、あ るいは貨幣給付 を含め た他の社 会サー ビス供給機関 との関係 、 さ らに

は、 これ らのサー ビス利用者を最終 的に決定す る権限のあ る機 関 との関係 が問

題 とな る。 これ らについて は、すでにさまざまな具体的検討が なされて いるが、

特 に指摘 したいのは、市場や家族 ・近隣 な どの私的領域の資源利用 を までふ く

めて、調整 で きる権限を、 いった いどのよ うな根拠 で福祉 の専門家が請 け負 う

ことがで きるのか、とい う点で ある。 これは、た とえば医師が病気 の診断を し、

薬 、医療施設 な どの医療 資源をその治療 のために動員す るという もの とは少 し

異 な って いる。 医療資源 は、は じめか ら医療資源 として限定 されてお り、 その

使用 を法 的に独 占委任 されて いるのが、 医療専門家 なのであ る(そ れで も、今

日医療資源 の使 い方 につ いて利用者か らの異議申 し立てがな されて いる)。 これ

に対 して、もともと私生活の内部か ら生 まれて きたパ ー ソナル ・ソーシャルサー

ビスの利用 す る資源 は専門的な もの に限定され ない。隣の奥 さんの車 で移送 を

頼んで も良 いわけで あ る。 しか し、それではなぜ この よ うな領域 にまでマネ ジ

ャーが入 り込 んで、資源調整を な しうるのか、 それが必ず しも明 らかではな い

のであ る。
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4サ ー ビス と貨 幣 給 付0そ の互 換 性 を め ぐって

(1)サ ー ビ ス 給 付 の 特 徴

これ まで検討 して きた ところでは、パ ー ソナル ・ソー シャルサー ビスとい う

新 しい地平での福祉 サー ビスを行 う ことが、現代福祉国家の 「仕上 げ」段階の

要請 と して出て きた ことは確かで あるが、 しか しその結果、福祉 サ ー ビス はま

す ます無限定 的に拡大 して いる。 また、さ らにこのサー ビス拡大過程の中で、新

しい貨幣給付の要請 や、費用徴収、料金制度 など、サー ビス と貨幣の関わ りは

む しろ複雑 な様相をみせて いることはすで に何度 か述 べて きた。 それでは、 こ

の ようにパ ー ソナル な領域にまで広が ったサ ー ビスという必要充足 の保障手段

と、貨幣 とい う手段ではどのよ うな意 味の違 いが あるだろ うか。 このよ うなサー

ビス手 法の優位性 は何か。特 にそれを公的 に供給す る ことの根拠 は何か、 とい

うことをあ らためて検討 してみ よ う。

福祉eサ ー ビス という枠組 みの浸透が 、 こ うした検討を妨 げて いたのか、な

ぜサ ー ビスか とい うことにつ いての論及 は案外少 ない。法学 の視点 か ら現代 の

社 会保 障政策 を論 じた小早川光 郎は 「近 時にお いては、 しば しば指摘 され るよ

うに、社会保障施策 の拡大 とともに、そ こでの福祉 の保障が、貧 困対策の一・環

と しての性格 を減少 させて い く傾向が存在す る。 ここで は、非経済 的な意 味で

の福祉の保障が、経済的 な意味での資力 の保 障か ら分離 し、社会保 障におけ る

独立の政策体系 として展開 しっっ あるとみ ることがで きよ う。 しか し、そ こで

は同時 に、 この よ うに非経済的 な意味での人 々の福祉を保 障す ることが いかな

る範囲で公の責任 に属す るのか とい う問題が別途生ず ることにな る」(小 早 川、

1989、P84)と 述べて、この点で の議論が深 まって いない ことを指摘 して いる。

この中で、村上雅子 は経済学の立場 か ら、公 的サー ビス給付 の根拠 と、貨 幣を

用 いた場合 との比較 を本格的 に論 じて いる(村 上 、1989)。

村上 は、M.ク ラ ンシスキ ーの"inability"と"informationcost"と い う二

っの概 念を、それぞれ能力障害 、情報費用 と訳 して、 この概念 を援用 してサー

ビス供給の根拠付 けを試みて いる。すなわち、通常 の消費理論 では、消費者 の

効用は購入す る財 ・サー ビスの量であると見 なす のが一般的であ る。 しか し、こ
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れでは家計 内で の生産活動が隠されて しま うため、消費活動 を、①財 サー ビス

っを購入す る過程、 と②購入物 を家族 の生活 に必要 な 「諸特性 」にあわせて 「変

換 」す る二段階 のプロセスであ ることを主張 したK.J.ラ ンカス ターの理論 に ク

ラシ ンスキーは着 目す る。 たとえば② の段階 にお ける変換す る能力 に障害 があ

れば、効用が異 なるか ら、まず、この能力障害を補填す るために供給 されるサー

ビスが必要 にな る。 この能力障害 を補填す るサー ビスを公的に供給す ることは、

「不確実性を もつ社会に生 きて いて、人 々は何時 自分が、能力障害 の状態 に陥 る

かわか らない不安 を持 って いる」(村上、1989、P212)か ら、租税 か らこのサ ー

ビスのための支払 いをす ることは潜在的利用者に外部効果を与 え ることにな る、

と村上 はまず述 べ る。

しか し、む ろん能力 障害 に対す る公的補助 は現物サ ー ビスで な くともいいわ

けで あ り、経済学の立場 か らは現金給付の方 が効率的 である とい う結論が既 に

でて いる。ただ し、消費者 における 「判断能力(incompetence)」 が あ る場合

には、合理的 な消費者選択 の判断がで きないか ら、現物給付が妥 当 とされて い

る。 しか し、村上 は、 この判断能力の欠如は廃 して情報費用の概念 を持 ち出す。

「ある個入が 、どの程度 の、 どのよ うな能力障害 を持 って いるか、 したが って ど

れだけの現金給付 によ って これを補 うサ ー ビスを購入す ることがで きるのか を、

正確 に知 ることは困難で あ り、多大 な情報費用 を必要 とす る。」(同 上、pp213

-214)た とえば、現金給付に して、これ に対す る必要 な金額 を申告 させ るとす

れば 「必ず過大申告が行われ るであろ う」(同 上、p214)。 また受給者側 に 「い

か な るサー ビスが必 要かを判断す る知識が欠如 して いる場合が あ る」 と疾病 に

対す る医療サ ー ビスの例を挙 げて いる。 けれ ど も現物 サー ビスで給付が行 われ

ると、「必要 なところに必要 な給付が与え られ、不必要 な ところには与え られな

い とい う、『夕一ゲ ッ ト効率性』が よ りよ く達 成で きる」 と結論 す るので あ る。

この よ うに、村上 の議論 は、能力障害 →その障害 を補填す るサ ー ビスの ため

の公的補填の必然性(外 部効果)→ 能力障害 を補填す るサ ー ビス につ いて の情

報費用 の大 きさ→現 物サー ビスの有効性 一公的補 助を行 う場 合の 「ターゲ ッ ト

効率性」 とい う流れで理 解で きる。 この場合、消費活動 を二段階 に分 け るとい

うラ ンカスターの理論 は、既 に私が指摘 したよ うに、 さ らに財 の購入、家庭 内
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生産 、マネ ジメ ン トとい う三段 階に分 け ることも可能 であ り、要す るにサ ー ビ

ス給付の一っの立脚点が このよ うな家庭 内生産 とマネ ジメ ン トの部分 にある、と

い う意 味で同意 でき る。 ただ し、調理能力の差異か ら母親 の就労 による育 児困

難 までを含 む能力障害 とい う概念 の曖昧性、 その能力 障害 に対 して公 的補助が

租税か らなされ ることの 「外部効果」 と しての合理性 につ いては疑義があるが、

これ らにつ いて はこ こでは議論 しない ことにす る。問題 は、 これを現物サ ー ビ

スで供給す る根拠 と しての次 の二点で あ る。

第一 に、村上 は、一・方 で消費者の判断能力 の欠如 は廃 しなが ら、他方で能力

障害 を補填す るサ ー ビス にっ いての情報 や判 断能力 は消費者 にはない、 という

かな り矛盾 した枠組みをお いて いる。 ここで は医療 情報 の医師 による独 占はそ

のまま承認 され、 これ と福祉サ ー ビス情報 も同列 に置かれて いる。第二 に、衣

食住につ いての必要金額を正確に知 ることはで きるが、能力 障害を補填す るサー

ビスの情報 は困難 であ るとい う説明 も説得 的ではない。最低生活 費の内容 にっ

いて はいまだに論争 があ り、衣食住 の質量 にっ いての判 断 自体、 もしパー ソナ

ル に行 お うと思 えば、同様 に多大 の情報費用がかか ろ う。最低生活基準 は、 こ

れを平均化 ・標準化 して しまっただけで ある。 したが って、 ホームヘルプ事業

な ど福祉サ ー ビス も、後述す る ミュルダール の指摘 にあ るよ うに、その質量 を

標準化 して しまえば、金額 にす ることは それ ほど困難で はない。第一、村上が

現物サ ー ビスと同列 において い る食料切 符な どバ ウチ ャー システムは、一 定の

利用回数を設定 して、その金額 分の切符 を渡す とすれば、前提 と して金額 が把

握 されて いることになる。実 際、先 に述べ たよ うに、パー ソナル ・ソー シ ャル

サー ビスの導入 は、財政問題 と絡 んでお り、一定の費用枠 内のサ ー ビス給付が

前提 であ ることは周知の ところであ る。

このよ うに見て い くと、村上 のい う現物サー ビス給付の優 位性 は、村上 のい

うよ うな意味での情報費用や能 力障害ではな く、 む しろ供給側 における資源節

約 一 「夕一ゲ ッ ト効率性」すなわち村上 の述べ る 「不必要な ところには給 付は

いかな い」 ということにあるよ うに思 え る。 この点 と関連 して、 ミュル ダール

は、サ ー ビスなどinkindの 手 法が優位`性を もっのは、次の三 っの条件 の下で

あ ると指摘 している。すなわ ち、①公的領域が供給 す るサー ビスの標準化が、一
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定 の規 模の経済 を前提 に進む ことによ って、費用効果があが る こと、②政 策が

対象 とす るサー ビス利用者が、 その 目的 にそ ったサー ビス利 用を確実 に行 うこ

と、③ ソー シャル ワーカーや その他の専 門家が介在す る こと。 この三 つの条件

が満 た されれば、資源 の無駄遣 いが避 け られ、貨幣給付 よ り安上 が りにな る と

いうのである(Myrdal,1968)。 実際、貨幣の特徴は使途を特定で きな いために、

それを受 け取 った側が 「本来の 目的」に使 うか どうかがわか らな い、 とい う不

確実性 にあ る。子 どもの教育費 を父親が飲 み代 に して しま う、 とか介 護手 当を

別 の使途 に使 って しま うとい うよ うな ことで あ る。 ここには、 こ うした不確実

性へ の警戒が あ り、 この点を排 除す るための情報費用を節約 し、 ニー ド判定 と

サ ー ビス供給が 同一過程上 に置かれ ることが合理化 され るわ けであ る。特 に、

パ ー ソナルなサ ー ビス部 分への 「普遍主義的」介入 を福祉国家が行 お うとす る

と、 その拡大 は際限が ないため、ニー ドや利用者 の優先順位 を絞 り込 み、 その

政策 「ターゲ ッ ト」を明確にす る上で は、不確実 で 「ただ乗 り」 の しやす い貨

幣給付 よ りも、直接 サ ー ビス給付、 と くにマ ネ ジメ ン トな どの 「ソフ トサ ー ビ

ス」 をその入 り口に もって い く形態 の方が手法上優位 であ ることは明確で あろ

う。

しか し、 この よ うな資源節約=タ ーゲ ッ ト効率 性の他 、サ ー ビスの直接給付

は次 のよ うな理 由で合理 化 され るとク レッグは述べて いる。① 当該 サー ビスに

っ いての正確 な情報が十 分入手 で きな い、②利用者が身体的 ・精神的 な判 断能

力 を持 たない、③市場 に特殊なニー ド、少数者のニ ー ドへの十分 な商 品供給が

な い場合。っま り、資源節約=タ ーゲ ッ ト効率性 の他、村上の廃 した判断能力、

情報 、市場 の制約が あ る場合 に、サー ビスの直接給付の優位性が あ るとい うの

で ある。情報 の制限 につ いて は、村上 の挙 げた医療 などの情報独 占、障害者 や

マイ ノ リティ、低所得者 な どの生活情報 か らの排除 などが例 にな ろ う。判 断能

力 にっ いては親 のいない乳幼児や児童の生活 に必要 な財やケ ア、判断能力 に関

わ る障害が重 い人 々の生活必要 財や ケアなどが考 え られ る し、市 場の制約 と し

て は、民間借 家な どか ら排除 されやす いマイ ノ リティや単身 高齢 者、貧困母子

な どへ の公的住宅供給 の意義、特定障害 を もっ人 々へ の特殊 なケ アや一人一人

あわせた特殊 な補助具等供給の合理性、過疎地 などの問題 などが思 い浮かぶ。 な
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お、私 は これ らに加 えて、緊急時の衣 食住 ・ケアなどのニー ドであ って、情報

を得て選択 ・判 断の時間的余裕がな い場合、あ るいは災害 等で市場が一時的 に

閉鎖 され たような場合 は、緊急宿泊 、食事、医療、衣類 など現物 サー ビスの優

位性が最 も際だつ と考えて いる。

この よ うに、サー ビスなど現物 による給付が特 に意味を持っ のは、①資源節

約=タ ーゲ ッ ト効率性、②情報の不足 、③判断能力の問題 、④市場の制限、⑤

緊急 時の五 っの場合 であろ う。 この場合 、福祉国家のサ ー ビスの普遍 主義 的拡

大を前提 にす ると、 すなわ ち冒頭で述 べ たよ うな 「普通の生活」 を支え る新 し

いサー ビスだ と前提 にす る限 りでは、⑤ はさて お き、少 な くと も②③ ④の よ う

な状態 が全体的にあ ると考え る ことがむ しろで きに くくなる(も ちろん、 この

前提 を撤回すれば別であ る)。 もと もとは貧困問題を持つ家族 によ り当てはまる

ものであ った、情報か らの排除、市場 の制限、判断能力の問題 を 「普通 の生活」

の中心 には置 きに くいか らで ある。す ると、結局主 に①の福祉 の 目標 にと って

の資源 効率 性か らサ ー ビス給付が妥 当 とされて い ると考え る しか ない ことにな

る。つ ま りは、資源の目的外利用や 「ただ乗 り」を防 ぐとい う意味あいが ク ロ0

ズア ップされざ るを得 ない。

こう して、「普通 の生活」を営 んで いる人 々のパー ソナル ・ソー シャルサー ビ

スへのニー ドは、資源の浪費 の観点か ら、 ターゲ ッ トを絞 られ、社会 サー ビス

の独 占物 となる。 しか し、「普 通の生活」 とは、自分の生活 を自分で裁量す る こ

とではなか ったか?特 にそのマネ ジメ ン トは自分 で行 うとい うこ とで はなか っ

たか?普 遍主義 とは、 こ うした 「普通の生活」のニー ドに応 え る ことで はなか

ったのか?障 害者 も高齢者 も、母子家庭 も、すべ て貧困者 というステ イグマか

ら解 き放 たれ、ニー ドを持つ普通 の人 々であ ることが強調されればされ るほど、

こう した疑 問が拡大 されて い く。 この疑 問は結局、供給側 におけ る資源効率性

と利用 者の側の選択 の自由や 自律 的生活 との対立、す なわち 「選択 と自立 に基

づ く個 人の コ ン トロール と、計 画 と効率性 に基づ く公的領域 のコ ン トロールの

間の明 白な緊張関係 」(Craig,1993p5)と い う形で出現せ ざるをえない。 ワー

クハ ウスの時代 のよ うな明白な 自由の剥奪 はな くと も、やは り生活の 自由 と自

律 への一定 の制限、 その介入が ここにあ ることを問題 と し、資源節約 の観点で
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はな く、 この利用者 の自由 と自律 という観点 か ら、サ ー ビス給付 の優位性 に疑

義 を申 し立て る動 きが活発 にな らざ るをえなか った といえ よう。

(2)互 換 的 手 段 と して の 貨 幣 一 脱 商 品 化 と再 商 品 化 の ジ レ ン マ

こう した観点 か ら、サ ー ビス給付の優位性 に疑義を 申 し立 て る傾 向は、二 っ

の新 しい方 向性 と結合 しっつ進 んで いる。一 つは 「クライエ ン ト」モデルか ら

「消費者」モデルへの転換 を強調 し、福祉 の市場化 を支持す る方 向、 もう一っは、

障害者の 自立生 活運動や 当事者組織 などの、脱専門家主義=自 己 による生 活運

営 の強調 と貨 幣補助要求 の方向であ る。 いずれ も今 日の供給主体 の多元化 と微

妙 に絡み なが ら進んで いる。

市場化の流 れにつ いては、た とえばアメ リカにおける様相をニール ・ギルバ ー

トは次の ように述べて いる。「第1に 、 と くに高齢者 と働 く母親 を もっ家族 か ら

もた らされ る中流階級の クライエ ン トの割合 の増大 は、社会福祉サ ー ビスの消

費者 と経済市場で獲得 され るサー ビスの消費者 との問の伝統的区別 を曖昧 に し

た。・… 第2に 、生 活の質 を改善す ることに力点 が置 かれ るよ うにな るにっれ

て、 ソーシャル ・サー ビスのクライエ ン トの数が増大 し、社会的市場 と経 済的

市場か らサー ビスを受 け る消費者集 団 に重な り合 う部分が あ り、 その 目的の境

界が一っ にな って い くとす れば」(ギ ルバ ー ト、1995pp88-89)、 社会的市

場 の営利化が不可避的 になって い く。 そ して 「消費者 は社会調査 の曖昧 なチ ェ

ック リス トにつ いてで はな く、提供 されたサー ビスに対す る直接 の支払 に よっ

て、自分 たちの選考を表す ことがで きる」(ギ ルバ ー ト、p39)貨 幣給付を好 む

傾向 にあ り 「社会福祉 に関す る判断 と責任 の重荷 は社会機関の手 か ら個人の手

に移送 され」(同 上 、p42)て い くことになる。なお、パー ソナル ・ソー シャル

サー ビスの拡張が生み出 した費用徴収や料金制の導入 も社会市場 と経済市場 の

境界 を曖昧 に して い く。同 じくその費用 を支払 うな ら、選択で きるサー ビスを、

という流れは、わが国の介護保険の論議 に も共通す る ものがあ るといえ よう。 こ

こか ら、「市場の活用」 とい うフ レーズを導 き出すのは きわめて容易 だ し、市場

か ら調達す る給食サ ー ビス と福祉の給食サー ビスを分 け る根 拠 は希薄 にな る。

また、 このよ うな 「個人の手 に移送 され る こと」は、障害者 の 自立生活 の擁
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護 にお いて も現 れて くる。 た とえば、スエーデ ンのス トックホルム 自立生活協

同組合(STIL)は 、「パーソナル ・ア シスタ ンス」(パ ーソナル ・ソー シャルサー

ビスで もな ければケアで もない)を 必要 としてい る人 々か らな る協同組合であ

るが、 この メ ンバーは組合を通 じてア シス タン トを 「雇用 し、訓練 し、予定を

立て る責任 を もつ。私 たちの ほとん どが 、新 聞に個人広告 を載せて、 自分 のア

シス タ ン トを募集す る。 ア シス タ ン トには、給与 と、法律 と組合労働協約 が規

定す る諸手 当が支払 われ る。」(ア ドル フ ・D・ ラ ッカ、1991、PP120-121)

そ して、そのための資金 は市か ら来 る。 この市の資金によって協同組合 メ ンバー

は一人一人の予算を もち 「私 の予算 の3分 の2は 、ア シスタ ン トの賃金 と、全社

会保険費全額 に使われ る。残 りの うち18%は 、STILの 共通事務費 と訓 練 プロ

グラムの費用で ある。」(同 、PP121-122)残 りは、先の新聞広告費 な ど個々

の維持管理費 に使 うとい う。 このよ うなサー ビスの利用者がサ ー ビスの雇 用主

であ る、 という考 え方は、わが国の 自立生活運動 に も普及 して いる。 したが っ

て、福祉 国家 の役割 は、サ ー ビスを給付す ることではな く、サ ー ビス労働者 を

自分 で調達す るための貨 幣給付 を十分 に行 うとい うことにな る。

これ らの二っ の疑義 は、 いず れ も利用者の 自由な選択 と自立 の擁護 に立脚 し

てお り、福祉国家か らのサー ビスの直接的給 付 とその 自由の侵害 が交換 される

ことへ の不信感 が あるといえよ う。 しか し、そのため に持 ち出 された ここでの

二っの方向 は、別の矛盾 を浮か び上 が らせて い く。中流階層 の 「消費者」志向

や障害 者の 自立生活 にお ける雇用主 モデルは市場 にお ける価値、貨幣を持 っ も

のの支 配の論理 に基 づ くもので しかな いという点であ る。 この場合次の二 っの

矛盾 の側面 に留意す ることが重要 であろ う。

第一 に、 もと もと、社会福祉 は、市場 によ って十分 なニ ー ド充 足が行 われ な

い人 々へ の注 目か ら出発 した。市場 にお ける消費者 の選択 の 自由や 自立 は、十

分 な所得 とエ ンタイ トルメ ン トを もつ人hの ものであ って、低所得者、 マイノ

リティ、母子家庭 、障害者 などに とって、 もともと市場での選択 の 自由な どは

制限 され た範囲で しか存在 して いない(Craig、PP5-7)。 低所得層への過剰

な高利 による信用供与、文字を書 けな い人々が排除 され る市場の制度や情報 、不

法 な取引等 々、貧困 な人 々は市 場で もよ り多 く支払わなけれ ばな らないのであ
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る(Ashley1983、Caplovitz1963)。 したが って、公的領域か らの干渉 は、

「自由の剥奪 」の前 に、市場 におけ る不公平や剥奪への 「対抗」 と してあ り、そ

の意味で福祉サ ー ビス供給 は、脱商 品化 の意味 を もたざるをえなか ったといえ

よう。 このよ うな、市場か ら排 除 されやす い人 々は、先の理 由か らいえば、情

報、判断力、能力 の点で市場 では問題を もつ グループ といえ るか もしれな い。普

遍主義 は、 こ うした人 々のステイ グマを減 らし、社会統合を実現 す る目的で導

入 されて きたが 、普遍主義化の拡大 が、 こう した 「弱 い人 々」ではな く、む し

ろ 「普通 の人 々」のサー ビス利用を促進 して い くと 「自由の剥 奪」の意義 だけ

が クローズア ップされやす くなる。 しか し、 このためにサ ー ビスの商nnrx化、私

企業化が拡大 し、「消費者」と しての市場 を介 した権利擁護 が拡大す ると、本来

最 も大 きなニ ー ドを持 って いるはずの、貧困者 やマイ ノ リテ ィなどの市場 にお

ける実質 的排 除が生 じる。っ ま り、 それ によって福祉国家の めざ した普遍主義

による社会統合 その ものが否定 されてい くとい う 「普遍主義 の矛盾」が あると、

ニ ール ・ギルバ ー トは指摘 してい る(ギ ルバ ー ト、1995、 第4章)。

ただ し、 このよ うな矛盾は、 これ まで述べて きたよ うな 「普遍主義 」が、実

は実態 と して の貧困や不平等 の解消 を基礎 に して はいないこと、む しろその よ

うな不平等や貧 困の解消 を、あ くまで社会統合の観点か ら進 め るため に 「普遍

主義」が用 いられて きたことを確認 しないと理解 できない。英米 の議論で は、こ

の点が繰 り返 し主張 され るが、わが国の議論 では、む しろ実態 と して不平等や

貧困が解消 した、あ るいは貧困者の福祉 は進んだが、中間層 が取 り残 され た、と

い うよ うなニ ュア ンスす らあ るので、 このよ うな指摘 は出て来 に くいところが

あ る。

第二 に、生活領域 における自由 と自律 は、公的領域ばか りでな く、市場 その

ものか ら 「侵略」 されて きたのであ って 、 したが って権力 と官僚主義 か らの干

渉を、貨幣 に置 き換 えて も、生活領域 の 自律性 は確保で きる保障 はない、 とい

う批判 もあ る。た とえば、ハ ーバ ーマスやダニエ ル ・ベ ルは、 自由 と自律 の領

域 として区切 られた近代 の生活領域(ベ ルに よれば文化 の領域)に 「能率 、最

小費用、最大利益、極大化、最適化 な どを求 め る」(D.ベ ル、1976、 上巻p38)

経済の論理 が持 ち込 まれ ることによ って、そ の文化的侵 略が もた らされて いる
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と断 じてい る。人間存在、 その生 と死、必要、共感、生活様式 、アイデ ンテイ

テイな どの要素か らな る生活 ・文化領域 は、無制限 な欲望を拡大 させ て進行す

る消費社会 のなかで混乱 させ られ、その主体性を失 って い く。 め ま ぐる しく変

化す る技術革新や商品戦略の中で、個 々人の生活の 目標や判 断は、広告 や販売

活動 にます ます依拠す るよ うにな る。 それ は 「家庭内での権威 のあ り方 、独立

した消費者 と して の子 どもや若者 の位置づ け、 そ してっ いには人 間 と しての徳

目や社会的に業績 をあげることの意味あい等 々にまで影響 を及ぼ」(同上、p156)

して い くという。 こ うした 「資本主義 の文化的矛盾」 まで見通 せば、 消費者志

向や 自立生活 のゴールにある経済主義的 な自由 と自立 その もののイメー ジが不

確実 にな っていかざ るをえない。

図3福 祉の手段と生活介入 〆
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この点を、先 の図1を 展開させた図3で 説 明 してみ よう。図1に お いて、われ

われの生活領域が、 それ とは切 り離 された他 の社会 システム、生 産領域 と公的

領域 との間 で、貨幣、権力 を媒体 と した連関 を持 ちっっ営 まれて いるごとを指

摘 した。通常 のニー ド充足 は、生産領域 と生活領域の間の矢印を通 して行 われ

る。す なわち、貨幣 を媒介 として、所得 の確保、お よび必要生活 財、サー ビス
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の選択 ・購入 、その変換 と運営は、生活領域 と生産領域のや りと りの中で行わ

れ る。 このや りと りの中で、貧困者 や 「弱者」 は不利 な立場 に置かれ ること も

あ り、 また このや りとりの深化 によ って、生活領域 は次第 にそれ固有 の論理 や

リズムを喪失 し、生産領域 に従属 して い くよ うに もな る。他方、福祉国家のサー

ビスは、 このや りと りの一部 を、公的領域か ら生活領域へ の一方的給付 に換え

る=(脱 商品化)。 ここでは、経済の論理 やその 「侵略」が排 除 され るが、その

代わ りに権力 を媒体 と し、官僚機 構を通 した新 たな 「侵略」が登 場す る。 そ こ

で、 さ らにこの 「侵 略」へ の異議 申 し立 て と して、直接サ ー ビス給付を、貨幣

の形態 に変 えて、公 的領域→生活領域 の貨幣補助→市場でのサ ー ビス選択 、 な

い しは雇用者 の募集 とい う形態 に換 え る一(再 商品化)こ とが提 案 され る。だ

が、 この提案 は、生活領域の内部 の リズムや、成員の了解 に基づ く独 自の配分

形式 な どによ ってで はな く、 あ くまで消費者や雇用主 という もう一っ のサ ブシ

ステムで あ る市場 の価値 に基づ く自立 と自由 として提 案 されて いるとい うジレ

ンマが あ るといえよ う。脱商品化 にせよ、再商品化 にせ よ、ハ ーバ ーマス流 に

いえば、生活領域本来の 「コ ミュニケー シ ョンの構造 を とった行 為領域が(貨

幣か権力 かいず れか の)媒 体 に制御 された相互行為 にスイ ッチを切 り替 え られ

る、とい う社 会関係の物象化 」(ハ ーバ ーマス、1987、P428)に 他 な らないと

すれば、福祉 サー ビスへ の もう一つ の選択肢 の限界 も同時に浮か び上 が って く

るので あ る。

こう して、パ ー ソナル ・ソー シャルサー ビス とい う新 たな地平 にお ける福祉

の拡大 は、 その貨幣 との互換性 に引 き戻 され た ところで、 もっと深 い問題 に突

き当た らざ るをえな い。 このよ うな ジレンマその ものが、パー ソナル ・ソー シ

ャルサ ー ビスを含あての生活財の 自由な消費 と人間の生活の領域 にお ける真の

自律 と援助 の意 味を問 いか けて いるか らであ る。 そ こで、パー ソナル ・ソー シ

ャルサー ビス という新 しい援助方法 に現代 の社会福祉 の内実 があ るとい う立場

か らむ しろ離 れて、次 の三つの検討 を行 ってい くことが、今 日の社会 福祉 理論

研究に求 め られて いるといえ よ う。

第一 に、「普遍主義」 とい う政策の方 向性を促す社会 の状況 と、一応 それ とは

別の次元であ る実態 としての貧 困や不平等、デプ リベーシ ョンにっ いての把握、
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および両者 の関連性 ・矛盾 にっ いての検討。第二 に、第一 を前提 と して、貨幣

にせよサー ビスにせ よ、普遍主義 にせ よ、選別主義 にせ よ、 それ らの手法 によ

って現代社会 の 「何 を」社会福祉 は解決す るのか とい う社会福祉 の 目的 に立ち

戻 った検討 。その場合のそれぞれの政策手段 の もっ意味 の違 いの把握。第三 に、

どのよ うな立場 であれ、(ま るで言 い訳のよ うに)掲 げ られ る 「利用者本位」と

い う意味の もっと深 い検討、す なわち、 ここで述べ たよ うな生活領域 の内部の

論理か ら、市場 の論理 に も官僚制度の論理 に も 「浸食」 され ない(そ ればか り

か この二っのサ ブ システ ムを制御 しうるよ うな)福 祉 の論理 をどの よ うに組み

立て るか、 とい うことと絡んだ社会福祉 の手 法の検討 こそが なされ るべ きであ

ろう。 ここではふれ る余裕がなか ったが、分権 とい う、やは り流行の スローガ

ンとの関わ りについて も、手段 としての分権が、 どの よ うな意味 での 「利用者

本位 」をあ ざ し、ま たそれを創 り出 しうるのか、 を深 く掘 り下 げ ることが重要

だ と思 われ るのであ る。
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